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は じ め に 

 

東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所及

び知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所としての位置づけを基盤に、障害認定

と地域支援の機能を中核として業務運営を行っています。 

障害認定に関しては、補装具（義肢・装具、電動車椅子、弱視眼鏡、補聴器等）の処方・

適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的・心理学的・職能的判定や、

身体障害・知的障害の認定及び身体障害者手帳・愛の手帳の交付、重度心身障害者手当の

認定・支給などを行っています。 

地域支援に関しては、区市町村等からの専門的な相談への対応、障害者支援のノウハウ

の提供や研修の実施など、地域の相談機関やサービス提供機関に対する支援を行うととも

に、障害者総合支援法等関連研修（相談支援従事者研修、サービス管理責任者研修・児童

発達支援管理責任者研修等）の実施、東京都自立支援協議会の運営などを担っています。 

また、当センターは、高次脳機能障害者の支援拠点機関としての位置づけを併せ持ち、

相談支援、支援ネットワーク構築、人材育成・普及啓発などの取組により、区市町村・関

係機関等に対する支援を行っています。 

さらに、就労支援として、職業相談に幅広く対応するとともに、通所による高次脳機能

障害者のための就労準備支援プログラム及び社会生活評価プログラム等を実施しています。 

一方、多摩地域における障害者の利便性の向上を図るために設置している多摩支所では、

補装具や愛の手帳交付等に係る判定業務のほか、各種説明会や協議会などを通じ、多摩地

域の市町村等へ専門的な知識や情報の提供などの支援を行っています。 

東京都は、現在、令和６年度から令和８年度までを計画期間とする「東京都障害者・障

害児施策推進計画」において、「全ての都民が共に暮らす共生社会の実現」「障害者が地域

で安心して暮らせる社会の実現」「障害者がいきいきと働ける社会の実現」という３つの基

本理念を掲げ、障害者施策の推進に取り組んでいます。 

当センターは、この基本理念の下、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所、

高次脳機能障害者支援拠点機関として、今後とも、区市町村や関係機関・団体等の皆様と

連携しながら、障害のある方々が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図

れるよう、専門的・技術的な支援等に着実に取り組んでまいります。 

 

令和７年９月 

                       東京都心身障害者福祉センター 



目     次 
 

Ⅰ 東京都心身障害者福祉センターの概要 

１ 設置目的・沿革 ……………………………………………………………………………… ３  

２ 心身障害者福祉センターの業務 …………………………………………………………… ５  

３ 組織・職員定数 ……………………………………………………………………………… ７  

４ 施設規模 ……………………………………………………………………………………… ８  

５ 予算 …………………………………………………………………………………………… ８  

 

Ⅱ 業務内容 

【調整課】 

１ 令和７年度センター組織目標の進行管理 ………………………………………………… 11  

２ 広報・広聴  ………………………………………………………………………………… 12  

３ 危機管理 ……………………………………………………………………………………… 12  

４ 重度心身障害者手当等の支給及び運営指導 ……………………………………………… 13  

(1) 重度心身障害者手当（都制度）の支給 ………………………………………………… 13  

(2) 心身障害者福祉手当 ……………………………………………………………………… 13  

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当（国制度）の運営指導 …………………………… 13  

(4) 特別児童扶養手当（国制度）の認定 …………………………………………………… 13  

 

【障害認定課】 

１ 判定の受付、窓口業務 ……………………………………………………………………… 15  

(1) 判定予約受付 ……………………………………………………………………………… 15  

(2) 車椅子の貸出し …………………………………………………………………………… 15  

２ 身体障害に係る判定…………………………………………………………………………… 17  

(1) 補装具費支給の要否判定及び適合判定 ………………………………………………… 17  

(2) 自立支援医療（更生医療）の要否判定 ………………………………………………… 17  

(3) 児童補装具に関する助言……………………………………………………………………  17 

(4) 東京都重度心身障害者手当の判定 ……………………………………………………… 17  

(5) 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 ………………………… 17  

３ 知的障害に係る判定 ………………………………………………………………………… 18  

(1) 愛の手帳の判定 …………………………………………………………………………… 18  

(2) 東京都重度心身障害者手当の判定 ……………………………………………………… 18  

(3) 東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金の 

最重度障害者加算対象者の確認審査 …………………………………………………… 19  

(4) 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 ………………………… 19  

４ 巡回相談………………………………………………………………………………………… 19 

５ 身体障害の認定と身体障害者手帳の発行 ………………………………………………… 19  

(1) 身体障害の認定と身体障害者手帳の発行 ……………………………………………… 19  

(2) 身体障害者手帳の障害再認定制度 ……………………………………………………… 22  

６ 知的障害の認定と愛の手帳の交付 ………………………………………………………… 22  

(1) 愛の手帳（東京都療育手帳）の交付 …………………………………………………… 22  

７ 区市町村、指定医、補装具業者、関係機関等との連携･支援･講習 …………………… 23  

  

(1) 身体障害関係 ……………………………………………………………………………… 23 

(2) 知的障害関係 ……………………………………………………………………………… 25  

８ 本所と支所 …………………………………………………………………………………… 25 

 

【地域支援課】 

１ 障害者総合支援法等関連研修の実施 ……………………………………………………… 26  

２ 身体障害者福祉司・知的障害者福祉司による専門相談等 ………………………………  28 

(1) 専門相談 …………………………………………………………………………………… 28 

(2) 区市町村との連携及び情報提供等 ……………………………………………………… 28 

(3) 障害者支援施設等の利用調整  ……………………………………………………………  28 

３ 東京都自立支援協議会  ………………………………………………………………………  29 

(1) 本会議  ………………………………………………………………………………………  29 

(2) 自立支援協議会担当者連絡会………………………………………………………………  29 

(3) 地域自立支援協議会交流会  ………………………………………………………………  30 

(4) 東京都自立支援協議会セミナー  …………………………………………………………  30 

(5) その他普及啓発  ……………………………………………………………………………  30 

４ 区市町村・関係機関等への技術的支援  ……………………………………………………  30 

 (1) 地域関係機関・団体からの依頼に基づく支援  …………………………………………  30 

 (2) 地域関係機関職員向け研修等  ……………………………………………………………  31 

 (3) 障害理解の促進  ……………………………………………………………………………  31 

５ 高次脳機能障害者支援・就労支援  …………………………………………………………  32 

(1) 相談支援 …………………………………………………………………………………… 32  

(2) 支援ネットワーク構築 …………………………………………………………………… 33  

(3) 人材育成、広報・普及啓発 ……………………………………………………………… 34  

(4) 高次脳機能障害者のための社会生活評価プログラム  …………………………………  35 

(5) 高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム……………………………………  35 

(6) 就労支援  ……………………………………………………………………………………  36 

 

【多摩支所】 

１ 管轄区域 ……………………………………………………………………………………… 38  

２ 判定の予約受付業務 ………………………………………………………………………… 38  

３ 障害認定 ……………………………………………………………………………………… 39  

(1) 身体障害者更生相談所としての判定 …………………………………………………… 39  

(2) 知的障害者更生相談所としての判定 …………………………………………………… 39  

４ 地域支援 ……………………………………………………………………………………… 40  

(1) スキルアップ ……………………………………………………………………………… 40  

(2) 情報交換 …………………………………………………………………………………… 40  

５ 障害に関する相談 …………………………………………………………………………… 41  

 

 

 

 

 

 

 



(1) 身体障害関係 ……………………………………………………………………………… 23 

(2) 知的障害関係 ……………………………………………………………………………… 25  

８ 本所と支所 …………………………………………………………………………………… 25 

 

【地域支援課】 

１ 障害者総合支援法等関連研修の実施 ……………………………………………………… 26  

２ 身体障害者福祉司・知的障害者福祉司による専門相談等 ………………………………  28 

(1) 専門相談 …………………………………………………………………………………… 28 

(2) 区市町村との連携及び情報提供等 ……………………………………………………… 28 

(3) 障害者支援施設等の利用調整  ……………………………………………………………  28 

３ 東京都自立支援協議会  ………………………………………………………………………  29 

(1) 本会議  ………………………………………………………………………………………  29 

(2) 自立支援協議会担当者連絡会………………………………………………………………  29 

(3) 地域自立支援協議会交流会  ………………………………………………………………  30 

(4) 東京都自立支援協議会セミナー  …………………………………………………………  30 

(5) その他普及啓発  ……………………………………………………………………………  30 

４ 区市町村・関係機関等への技術的支援  ……………………………………………………  30 

 (1) 地域関係機関・団体からの依頼に基づく支援  …………………………………………  30 

 (2) 地域関係機関職員向け研修等  ……………………………………………………………  31 

 (3) 障害理解の促進  ……………………………………………………………………………  31 

５ 高次脳機能障害者支援・就労支援  …………………………………………………………  32 

(1) 相談支援 …………………………………………………………………………………… 32  

(2) 支援ネットワーク構築 …………………………………………………………………… 33  

(3) 人材育成、広報・普及啓発 ……………………………………………………………… 34  

(4) 高次脳機能障害者のための社会生活評価プログラム  …………………………………  35 

(5) 高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム……………………………………  35 

(6) 就労支援  ……………………………………………………………………………………  36 

 

【多摩支所】 

１ 管轄区域 ……………………………………………………………………………………… 38  

２ 判定の予約受付業務 ………………………………………………………………………… 38  

３ 障害認定 ……………………………………………………………………………………… 39  

(1) 身体障害者更生相談所としての判定 …………………………………………………… 39  

(2) 知的障害者更生相談所としての判定 …………………………………………………… 39  

４ 地域支援 ……………………………………………………………………………………… 40  

(1) スキルアップ ……………………………………………………………………………… 40  

(2) 情報交換 …………………………………………………………………………………… 40  

５ 障害に関する相談 …………………………………………………………………………… 41  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 参考資料 

１ 統計 …………………………………………………………………………………………… 45 

(1) 相談・判定状況 …………………………………………………………………………… 45 

(2) 重度心身障害者手当支給等状況 ………………………………………………………… 47 

(3) 手帳交付状況 ……………………………………………………………………………… 48 

 (4) 障害者総合支援法等関連研修  ……………………………………………………………  51 

 (5) 高次脳機能障害者の支援（専用電話相談）………………………………………………  53 

２ 統計（参考）……………………………………………………………………………………  56 

３ センター発行刊行物 ………………………………………………………………………… 66 

４ 関係法令（抜粋）………………………………………………………………………………  67 

５ 東京都心身障害者福祉センター条例 ………………………………………………………  76 

６ 東京都心身障害者福祉センターの主なあゆみと関連施策の動向 ………………………  77 

７ 建物平面図 …………………………………………………………………………………… 82 

(1) 本所 ………………………………………………………………………………………… 82 

(2) 多摩支所 …………………………………………………………………………………… 84 

８ 案内図 ………………………………………………………………………………………… 85 

 

 

 

 

 

Ⅰ 東京都心身障害者福祉センターの概要 



 

 

 

 

Ⅰ 東京都心身障害者福祉センターの概要 



－3－ 

 

１ 設置目的・沿革 

 

(1) 所在地 

東京都心身障害者福祉センター 

昭和43年４月設置 

（平成28年３月から右記所在地で運営） 

 （東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）） 

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１番１号 

電話 03(3235)2946  FAX 03(3235)2968 

（別館（秩父屋ビル）） 

〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目７番４号 

   

東京都心身障害者福祉センター 

多摩支所 

昭和59年４月設置 

 （東京都多摩障害者スポーツセンター内） 

〒186-0003 東京都国立市富士見台二丁目１番地の１ 

電話 042(573)3311  FAX 042(576)5295 

 

(2) 設置目的 

東京都心身障害者福祉センター（原則として、以下「センター」という。）は、昭和43年４月、

身体障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所（現：知的障害者更生相談所）を統合し、発

足した。重度心身障害者に対する長期の展望を持った処遇など、より専門的で多様な対応がで

きる福祉への変革が求められていた中、都内の心身障害者の相談に応じ、その解決を目指す総

合センターとして「心身障害者に対し、医療、教育、職業等の総合的な相談に応ずるほか、社

会適応のための処遇指針等を総合的に判定し、これに基づいて適切な指導及び援護を行うこと

により、心身障害者の福祉の増進を図る。」ことを目的に設置された。 

 

(3) 沿革 

昭和26年６月 「都立戸山傷病者更生館」（身体障害者授産施設）の１棟を改造し、相談業務開始 

昭和28年６月 身体障害者更生相談所を設置 

昭和35年10月 精神薄弱者更生相談所（現：知的障害者更生相談所）を併設 

（昭和39年：1964年東京オリンピック・パラリンピック東京大会開催） 

昭和40年 センター建設事業計画立案 

昭和41年５月 「東京都心身障害者福祉センターの建設及び運営のあり方」について東京都社会 

 福祉審議会に諮問し、一次、二次の答申が出る。 

昭和42年 東京都愛の手帳交付要綱に基づく精神薄弱者 (現：知的障害者)の判定を始める。 

昭和43年４月 身体障害者更生相談所と精神薄弱者更生相談所（現：知的障害者更生相談所）の

機能を持つ心身障害者の総合的なリハビリテーションサービスセンターとして

センターを設置し、相談・判定・訓練等のために宿泊を必要とする人のために宿

泊室を付設 

〔３課９科、常勤職員定数（以下「定数」という）146人で発足〕 

昭和46年４月 肢体不自由者更生施設を設置。専門スタッフを充実し、関係機関との連携などに

より時代をリードする活動を目指した取組みを始める。 

〔３課８科、定数187人〕 

昭和47年８月 障害者の一般就労による自立を連携して推進するため、センター内に（財）東京

都心身障害者職能開発センターを開設 

※ 平成16年４月、職能開発センターの組織改正により、（財）東京しごと財団
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泊室を付設 

〔３課９科、常勤職員定数（以下「定数」という）146人で発足〕 

昭和46年４月 肢体不自由者更生施設を設置。専門スタッフを充実し、関係機関との連携などに

より時代をリードする活動を目指した取組みを始める。 

〔３課８科、定数187人〕 

昭和47年８月 障害者の一般就労による自立を連携して推進するため、センター内に（財）東京

都心身障害者職能開発センターを開設 

※ 平成16年４月、職能開発センターの組織改正により、（財）東京しごと財団
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心身障害者職能開発センターに名称変更 

※ 平成22年９月末、東京しごとセンター（飯田橋）に移転 

昭和48年 東京都重度心身障害者手当条例に基づく重度手当の判定開始 

重度心身障害者に対する公的な援護は、施設への入所を中心に行われてきたが、

地域社会の中で積極的に日常生活を営んでいけるための援護の方法として、セン

ターからの施策提言を踏まえ、昭和48年度に都独自の重度心身障害者手当制度が

創設される。 

昭和59年４月 多摩地域の障害者の利便を図るため、多摩支所を国立市内に開設（多摩障害者ス

ポーツセンターの建物内に設置） 

平成７年４月 地域福祉の推進及び利用者サービスの向上を図るため、障害別組織から援助種別

の組織に改正 

〔４課７科１支所から３課４科１支所へ、定数180人〕 

平成10年４月 身体障害者手帳と愛の手帳の認定事務が福祉局障害福祉部から移管され、センタ

ー業務となる。〔定数186人〕 

平成13年４月 地域福祉に対応した効率的なサービス提供のため、技術援助科と在宅援助科とを

「地域支援課」へと、就労援助科と生活援助科とを「自立支援課」へと統合し、

障害者手当事務を障害福祉部から移管する組織改正を実施 

〔５課１支所、定数168人〕 

平成14年４月 介護保険制度導入に伴う事業実績を踏まえ、定数改正を実施〔定数162人〕 

平成15年４月 事業執行の効率化を図るため、組織改正（調整課に企画係設置、知的障害相談課

に知的障害者福祉司設置）を実施〔定数157人〕 

平成16年４月 支援費制度及び都の福祉改革に対応し、障害認定機能及び地域支援機能を中核と

して新たな事業展開を図るため、身体障害相談課と知的障害相談課を廃止し、障

害認定課を設置する等の組織改正を実施 

〔４課１支所、定数132人〕 

平成16年11月 障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的な

サービス提供拠点機関として、障害者ＩＴサポートセンターをセンター別館内に

設置 

※ 平成24年３月末、東京都社会福祉保健医療研修センター１階に移転 

平成18年11月 高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点機関として高次脳機能障害者への相

談・支援等を開始 

平成24年４月 肢体不自由者更生施設を３月末に東京都練馬障害者支援ホームに機能移転した

こと等に伴い、組織改正を実施 

〔３課１支所、定数103人〕 

平成28年３月 東京都心身障害者福祉センター（本所）について、施設の老朽化等を踏まえ、東

京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）及び別館（秩父屋ビル）に移転 

平成30年３月 多摩支所について、立川市内の仮庁舎に移転（多摩障害者スポーツセンター改修

のため） 

令和元年７月 多摩支所が元の国立庁舎（多摩障害者スポーツセンター内）に移転 
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２ 心身障害者福祉センターの業務 

 

(1) センターの機能及び組織（令和７年度） 

 身体障害者更生相談所及び 
知的障害者更生相談所としての機能 

都としての行政機能 

調整課 

庶務及び会計事務 
各課・支所業務の運営管理及び調整等 

(平成13年度から) 
重度心身障害者手当・特別児童扶養手当
等 

審査・認定・支給、指導監査 

障害 
認定課 

判定業務 
補装具の要否・適合判定 
愛の手帳(療育手帳)の判定 
自立支援医療（更生医療）の要否判定 

判定業務 
（昭和48年度から） 
重度心身障害者手当の判定 
（平成16年度から） 
サービス推進費最重度加算対象者の確認
審査 

判定等についての区市町村・事業者指導 
審査・判定に関わる区市町村・事業者等
への助言・指導・情報提供等 （平成10年度から） 

身体障害者手帳・愛の手帳 
身体・知的障害の審査・認定、障害者手帳
の発行 

区市町村等の人材育成等 
審査・判定に関わる区市町村等職員の人
材育成 

地域 
支援課 

区市町村支援等 
専門相談、技術的援助、就労支援等 

（平成24年度から） 
東京都自立支援協議会 

協議会事務局 

区市町村の人材養成等 
区市町村・地域機関の人材育成等 

（平成24年度から） 
障害者総合支援法に関わる各種研修 

相談支援従事者 
サービス管理責任者、児童発達支援管理 
責任者 
障害支援区分認定調査員 
区市町村審査会委員 

施設の利用調整等 
一部の障害者支援施設の利用調整等 

 

（平成18年度から） 
高次脳機能障害支援普及事業 

専門相談、支援ネットワーク構築、 
就労支援、人材育成、普及啓発等 

多摩 
支所 

判定業務 
補装具の要否・適合判定 
愛の手帳（療育手帳）の判定 

判定業務 
（昭和59年度から） 
重度心身障害者手当の判定 
（平成16年度から） 
サービス推進費最重度加算対象者の確認
審査 

判定等についての市町村・事業者指導 
審査・判定に関わる市町村・事業者等へ
の助言・指導・情報提供等 

市町村支援等 
専門相談、技術的援助、就労支援等 

 

市町村の人材養成等 
市町村・地域機関の人材育成等 

※※身身体体障障害害者者福福祉祉法法

※※障障害害者者のの日日常常生生活活及及びび社社会会生生活活をを総総合合的的にに支支援援すするるたためめのの法法律律

※※　　知知的的障障害害者者福福祉祉法法、、児児童童福福祉祉法法

※　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、発達障害者支援法

障害者基本法及び障害者総合支援法において、発達障害者を含めて「精神障害者」と規定

知知的的障障害害者者 手手帳帳関関係係 愛愛のの手手帳帳

※障害者基本法

精神障害者（精神保健福祉センター（3か所））　

  補補装装具具関関係係（（1188歳歳未未満満のの意意見見書書はは指指定定自自立立支支援援医医療療機機関関等等））

身身体体障障害害者者

 発達障害者（東京都発達障害者支援センター）

障害者

手手帳帳関関係係 身身体体障障害害者者手手帳帳

心身障害者福祉センターが所管する障害者の範囲（太枠内）
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２ 心身障害者福祉センターの業務 

 

(1) センターの機能及び組織（令和７年度） 

 身体障害者更生相談所及び 
知的障害者更生相談所としての機能 

都としての行政機能 

調整課 

庶務及び会計事務 
各課・支所業務の運営管理及び調整等 

(平成13年度から) 
重度心身障害者手当・特別児童扶養手当
等 

審査・認定・支給、指導監査 

障害 
認定課 

判定業務 
補装具の要否・適合判定 
愛の手帳(療育手帳)の判定 
自立支援医療（更生医療）の要否判定 

判定業務 
（昭和48年度から） 
重度心身障害者手当の判定 
（平成16年度から） 
サービス推進費最重度加算対象者の確認
審査 

判定等についての区市町村・事業者指導 
審査・判定に関わる区市町村・事業者等
への助言・指導・情報提供等 （平成10年度から） 

身体障害者手帳・愛の手帳 
身体・知的障害の審査・認定、障害者手帳
の発行 

区市町村等の人材育成等 
審査・判定に関わる区市町村等職員の人
材育成 

地域 
支援課 

区市町村支援等 
専門相談、技術的援助、就労支援等 

（平成24年度から） 
東京都自立支援協議会 

協議会事務局 

区市町村の人材養成等 
区市町村・地域機関の人材育成等 

（平成24年度から） 
障害者総合支援法に関わる各種研修 

相談支援従事者 
サービス管理責任者、児童発達支援管理 
責任者 
障害支援区分認定調査員 
区市町村審査会委員 

施設の利用調整等 
一部の障害者支援施設の利用調整等 

 

（平成18年度から） 
高次脳機能障害支援普及事業 

専門相談、支援ネットワーク構築、 
就労支援、人材育成、普及啓発等 

多摩 
支所 

判定業務 
補装具の要否・適合判定 
愛の手帳（療育手帳）の判定 

判定業務 
（昭和59年度から） 
重度心身障害者手当の判定 
（平成16年度から） 
サービス推進費最重度加算対象者の確認
審査 

判定等についての市町村・事業者指導 
審査・判定に関わる市町村・事業者等へ
の助言・指導・情報提供等 

市町村支援等 
専門相談、技術的援助、就労支援等 

 

市町村の人材養成等 
市町村・地域機関の人材育成等 

※※身身体体障障害害者者福福祉祉法法

※※障障害害者者のの日日常常生生活活及及びび社社会会生生活活をを総総合合的的にに支支援援すするるたためめのの法法律律

※※　　知知的的障障害害者者福福祉祉法法、、児児童童福福祉祉法法

※　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、発達障害者支援法

障害者基本法及び障害者総合支援法において、発達障害者を含めて「精神障害者」と規定

知知的的障障害害者者 手手帳帳関関係係 愛愛のの手手帳帳

※障害者基本法

精神障害者（精神保健福祉センター（3か所））　

  補補装装具具関関係係（（1188歳歳未未満満のの意意見見書書はは指指定定自自立立支支援援医医療療機機関関等等））

身身体体障障害害者者

 発達障害者（東京都発達障害者支援センター）

障害者

手手帳帳関関係係 身身体体障障害害者者手手帳帳

心身障害者福祉センターが所管する障害者の範囲（太枠内）
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(2) 法令等に基づく業務 

□身体障害者更生相談所業務（身体障害者福祉法第11条＝必置） 

① 判定業務（補装具の要否・適合判定、自立支援医療（更生医療）の要否判定、介護給付等に係

る判定等） 

② 区市町村等に対する専門的相談・技術的援助指導等業務 

③ 障害者支援施設の利用調整業務 

④ 地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務（障害者支援ノウハウの提供・研修等） 

⑤ その他関連する業務 

□知的障害者更生相談所業務（知的障害者福祉法第12条＝必置） 

① 判定業務（愛の手帳交付に係る知的障害の判定、介護給付等に係る判定等） 

② 区市町村等に対する専門的相談・技術的援助指導等業務 

③ 都立障害者支援施設等の利用調整業務（助言・協力） 

④ 地域生活支援の推進に関連する業務（障害者支援ノウハウの提供・研修等） 

⑤ その他関連する業務 

□障害者総合支援法に基づく業務 

・東京都自立支援協議会事務局（第89条の３） 

・東京都地域生活支援事業（第78条） 

高次脳機能障害支援普及事業（相談支援、支援ネットワーク構築、広報・普及啓発、人材育成） 

障害者総合支援法に関わる各種研修（相談支援従事者、サービス管理責任者、児童発達支援管理

責任者、障害支援区分認定調査員、区市町村審査会委員） 

□その他の法令等に基づく業務 

・身体障害及び知的障害の審査・認定、障害者手帳の発行 

・重度心身障害者手当の審査・認定・支給、手当支給事務に関する区市町村指導監査 
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３ 組織・職員定数 

 

(1) 組織(令和７年４月１日現在)  

 

 

(2) 職員定数(令和７年４月１日現在)                  

 事務 福祉 
心理 
技術 

福祉 
技術 

医師 
理学 
療法 

作業 
療法 看護師 計(人) 

調 整 課 16    1    17 

障害認定課 16 2 5 4 3 3 4 2 39 

地域支援課 8 8 2 6  2 1 2 29 

多 摩 支 所 3 4 3 2  1 1 2 16 

計（人） 43 14 10 12 4 6 6 6 101 

 

予約受付、判定会議、巡回相談、
区市町村との連絡調整等

自立支援協議会、実習生・見学者の受け入れ
障害理解の促進等

専門相談、障害者支援施設の利用調整
(助言・協力)等

高次脳機能障害者

補装具・愛の手帳の判定、判定会議等

予約受付、相談、市町村との連絡調整等

事業の調整・進行管理、予算決算、広報広聴等

職業（能）評価、社会生活評価、関係機関との連携等

多摩支所 相談担当

職員の人事、給与等

身体障害者手帳及び愛の手帳の認定、交付等

補装具、自立支援医療(更生医療)の判定等

補装具、自立支援医療(更生医療)の判定等

愛の手帳、重度心身障害者手当の判定等

愛の手帳、重度心身障害者手当の判定等

契約・会計、施設設備の維持管理等

地域支援事業、法関連研修の実施等

高次脳機能障害支援普及事業等

地域支援事業、法関連研修の実施等

就労情報の収集、関係機関との連携等

地　域
支援課

専門相談、障害者支援施設の利用調整等

知的障害判定担当

判定担当

事業担当

身体障害者福祉司

知的障害者福祉司

地域支援担当

支援推進担当

就労支援担当

連絡調整担当

支援担当

知的障害担当

身体障害判定担当

身体障害担当

障害者手帳担当

認定調整担当障　害
認定課

医長

所長

次長

調整課

手当担当

企画担当

経理担当

庶務担当

重度心身障害者手当、特別児童扶養手当の支給等
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４ 施設規模 

 

(1) 本所 

区  分 構     造 延 面 積 

本  所 鉄筋コンクリート地上20階、地下２階のうち12階から15階 2,312.83㎡ 

別  館 鉄骨鉄筋コンクリート地上８階、地下２階のうち１階 339.80㎡ 

合  計  2,652.63㎡ 

※ 本所は東京都飯田橋庁舎内に設置、別館は民間ビルを賃借している。 

 

(2) 多摩支所 

区  分 構     造 延 面 積 

本  館 鉄筋コンクリート地上２階 764.32㎡ 

※ 多摩支所は、東京都多摩障害者スポーツセンター内に設置されている。 

 

５ 予算(令和７年度)  

 

(1) 歳入                            （単位：千円） 

区   分 予算額 内     容 

計 465,428  

特

定

財

源 

使 用 料 及 手 数 料 0  

国 庫 支 出 金 0  

財 産 収 入 1  

諸 収 入 0  

一 般 財 源 465,427  

 

(2) 歳出                            （単位：千円） 

区   分 予算額 内     容 

計 465,428  

管 理 費 142,302 職員手当費、管理事務費 

建 物 維 持 管 理 費 129,134 建物維持管理費、光熱水費、電話料等 

事 業 運 営 費 193,992 更生相談所業務、手帳交付等 

 

 

－ 8－



 

 

 

 

 

Ⅱ 業 務 内 容 





－11－ 

 

【調整課】 

心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とするセンターの業務運営のため、各課・支所への支援

や所内外の連絡調整等に関する事務を行う。 

また、障害認定や障害福祉に係る地域支援等の機能を担うセンターとしての役割を果たすため、令

和７年度についても、引き続き、判定・認定業務や法関連研修等をはじめとする、センターの業務の

遂行に必要な執行体制を確保し、都民の期待に応える事務事業を推進する。 

 

１ 令和７年度センター組織目標の進行管理 

 

(1) 判定・認定業務の着実な実施 

① 補装具、愛の手帳及び重度心身障害者手当等に係る判定について、来所困難な利用者の利便  

 性向上（巡回集合判定等）や、個人情報の適正管理にも留意しつつ、的確・迅速かつ公平・公 

正に実施する。 

② 各種判定・認定業務について、本所と支所とが綿密に連携し、一層の効率化と情報共有等を 

進め、都民ニーズに応える判定枠及びこれに応じた実施体制の継続的な確保を図る。 

 また、判定・認定業務に係るデータの収集・分析を進め、課題の抽出とこれに対する対応策  

について検討していく。 

  ③ 愛の手帳の申請受理事務等に係る諸課題への対応について障害者施策推進部と連携し、引き  

 続き検討していく。 

④ 身体障害者手帳交付等事務システムの更改に向け、障害者施策推進部と連携し、システムア 

セスメント並びに、設計及び開発に向けた取組を行う。 

⑤ 国の障害者福祉システム標準化について、国の動向及び各区市町村の進捗状況を適宜把握し

ながら、障害者施策推進部及び関係機関等と連携し、様式改正（規則改正）等に向けた準備を

進める。 

⑥ 令和５年度及び６年度に実施したマイナンバー連携率向上に向けた作業の結果も踏まえ、手 

帳交付台帳の整備を引き続き実施する。 

 

(2) 区市町村等への支援 

①  地域における質の高いサービス提供及び障害福祉サービス等に必要な人材を養成するため、

障害者総合支援法等関連研修を計画的に進めるとともに、関係機関職員のスキルアップや関係

機関相互のネットワークづくりを推進していく。  

また、国の研修カリキュラムを踏まえた研修内容や実施方法等について、研修検討会におい

て検討を行うとともに、障害者施策推進部等と連携し演習指導者などの講師確保を進めていく。 

② 東京都自立支援協議会活動を通じて、障害当事者の参画を推進するとともに、相談支援体制 

拡充のため、地域の協議会間の連携強化を図る。 

③ センター職員の技術・経験を活かした地域支援事業や専門人材育成、各種福祉司業務など、

区市町村・関係機関等への専門的・技術的支援を実施する。 

 

(3) 高次脳機能障害者支援の推進 

東京都における高次脳機能障害支援拠点機関として、高次脳機能障害支援普及事業を推進し、

地域支援ネットワークの充実や身近な地域における相談支援体制の強化等のため、相談支援、地

域ネットワーク構築、人材育成及び広報・普及啓発のほか、就労支援などの取組により、区市町

村・関係機関等への支援を行う。 

 

－ 11 －



－12－ 

 

(4)  専門職人材の育成と能力開発の促進 

センター事業を担う専門職人材の育成のため、職場内外の研修等を有効に活用し、組織的な人 

材育成に取り組む。専門職の育成、スキルアップに向けた専門職への支援を引き続き行っていく。 

 

(5)  安全・安心確保の取組 

 本所・別館及び多摩支所それぞれの庁舎の特性を踏まえ、業務の運営状況に即した防災・防犯

対策、感染症対策等の安全・安心の確保に取り組む。 

 

２ 広報・広聴 

 

(1) ホームページ 

センターのホームページでは、身体障害者・知的障害者及び高次脳機能障害者の福祉に関す

る情報を、広く都民等に提供している。 

掲載内容  

・ 各種制度・事業に係る情報（身体障害者手帳・愛の手帳、補装具費支給制度、障害者

手当、高次脳機能障害者支援等） 

・ 判定予約案内・空き状況（補装具・愛の手帳） 

・ 研修・講習会等の情報 等 

アドレス https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/shinsho 

 

(2) 都民の声への対応 

都民からの意見・要望等について、電子メール・郵送・ファクシミリにより受け付けているほ

か、本所及び多摩支所に投書箱を設置し、丁寧かつ迅速な対応を図っている。 

 

３ 危機管理 

 

(1) 防災訓練 

センターにおける火災等災害時の利用者及び職員の安全確保を目的として、防災訓練を実施

している。 

 

(2) 事故防止等対策 

① 職員の汚職防止、事故防止、ハラスメント防止等コンプライアンス推進のため、随時コンプ   

 ライアンス推進委員会を開催し、啓発等の取組や注意喚起を行っている。 

② 個人情報を保護するため、個人情報文書の施錠管理、文書集配などの管理を徹底している。 

 

(3) 安全衛生 

毎月開催する安全衛生委員会や職場巡視等で、職場の安全管理の状況を把握し、必要な改善

を行うほか、メンタルヘルス研修を実施することなどにより、職員の安全と健康の確保に努め

ている。 
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４ 重度心身障害者手当等の支給及び運営指導 

 

心身に障害を有する者及び児童に対して、手当の支給等を行っている。（手当制度一覧：次ページ） 

 

(1) 重度心身障害者手当（都制度）の支給 

重度心身障害者手当は、心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする者の福

祉の増進を図ることを目的としている。区市町村に提出された申請書に基づき、センター判定所

管課における障害程度判定結果及びその他の要件を審査し、手当の受給資格の認定及び支給を行

っている。（P.47 表Ⅲ-7を参照） 

 

図Ⅱ－１ 重度手当支給の流れ（標準処理期間：60日） 

 

 

(2) 心身障害者福祉手当 

心身障害者福祉手当は、区市町村が都で示した「条例準則」に基づき条例を制定し、受給資格

の認定及び支給を行っている。 

都は、条例で規定する範囲で、手当支給額分を市町村に負担金（区には財政調整交付金）とし

て交付している。 

 

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当（国制度）の運営指導 

障害児福祉手当及び特別障害者手当は、区市（町村部は都）によって受給資格の認定及び支給

が行われている。センターでは、この手当支給事務の適正な運営が図られるよう、区市等に対し

て定期的な指導監査を行っている。 

 

(4) 特別児童扶養手当（国制度）の認定 

特別児童扶養手当は、障害児を監護する父母等に支給する手当で、障害児の福祉の増進を図る

ことを目的としている。センターでは、申請時に提出された診断書による障害程度及びその他の

要件を審査し、受給資格の認定を行っている。 

 

表Ⅱ－１ 障害者手当の支給状況（令和７年３月末日現在） 

区  分 
受給者数 

(人) 
備    考 

重度心身障害者手当 8,891   

心身障害者福祉手当 106,274 令和７年４月１日現在受給者数 

障害児福祉手当 4,686  

特別障害者手当 14,882  

特別児童扶養手当 11,197 対象児童 １級 6,507人 ２級 4,690人（（※） 

  ※ 受給者数には支給停止者数は含んでおらず、また、一人の受給者につき対象児童が複数 

の場合があるため、受給者数と対象児童数とは一致しない。 

 

申 請

決定通知申請者
センター

（判定・認定）

支 給

申請・提出

決定通知

区市町村

障害福祉担当
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【障害認定課】 

身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所として、補装具や自立支援医療（更生医療）に

係る判定業務を、知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所として、知的障害に係る判定業

務を行うとともに、知事の事務である障害認定及び身体障害者手帳、愛の手帳の交付などを行って

いる。（P.45 表Ⅲ-１、P.46 表Ⅲ-２を参照） 

また、障害認定等に関連する区市町村職員、指定医（身体障害者福祉法第15条に規定する医師を

いう。）、補装具製作事業者等に対し、説明会等による情報の提供、講習、指導を実施し、障害者サ

ービスの適切な運営を図っている。 

   

１ 判定の受付、窓口業務 
 

(1) 判定予約受付 

区市町村が、補装具費の支給に当たって身体障害者更生相談所の意見を求める場合、区市町村

の窓口を通じ、判定のための予約を受け付けている。 

また、知的障害者の愛の手帳の申請に係る医学的・心理学的判定等のための予約については、

現在は、直接、知的障害者等から受け付けている。 
 

(2) 車椅子の貸出し 

窓口において、東京都の区域内に住所を有する心身障害者（児）又はその関係団体が、心身  

障害者（児）の福祉の増進を図ることを目的として使用する場合に、無料で車椅子（手動式） 

の貸出しを行っている。 

    

貸出期間：原則３か月以内  費用：無料 ※ ただし、運搬は各自で行う。 

 
 

表Ⅱ－３ 判定業務 標準週間日程（本所） 

◆身体障害関係                          令和７年４月１日現在 

 月 火 水 木 金 

補装具 

肢体不自由 

午前 
 

（書類審査等） 

 

 

 

下肢･体幹装具 

義足 

 

下肢･体幹装具 

義足 

車椅子 

電動車椅子 

姿勢保持装置 

下肢･体幹装具 

義足 

車椅子 

電動車椅子 

姿勢保持装置 

下肢・体幹装具 

義足、車椅子・ 

電動車椅子・ 

姿勢保持装置 

●義手・上肢装具 

午後 

 

▲上下肢装具 

義手・義足 

 

 

★下肢・体幹装具 

義足 

▲下肢装具・義足 

車椅子・ 

姿勢保持装置 

聴覚・ 

視覚障害 

午前 聴覚障害 （書類審査等） 

 

視覚障害 （書類審査等） ●視覚障害 

午後 （書類審査等） 聴覚障害  （書類審査等） 

重度心身障害者手当 
午前 （書類審査等） ▲出張判定 ●出張判定 ●来所判定 （書類審査等） 

午後 ▲出張判定 （書類審査等） （書類審査等） ▲出張判定 出張判定 

判定会議・手帳審査会 

午前 
身障手帳審査会 

(肢体) 

身障手帳審査会 

(肢体) 

 

 

 

（書類審査等） （書類審査等） （書類審査等） 

午後 

〔不定期〕 

補装具判定会議 

（聴覚･視覚） 

●

重度手当判定会議  

〔毎週〕 

補装具判定会議 

（肢体） 

 

※ ▲は隔週、●は月1回、★は月3回 
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◆知的障害関係 令和７年４月１日現在 

月 火 水 木 金 

愛の手帳（18歳以上） 所内判定 所内判定 所内判定 所内判定 所内判定 

重度心身障害者手当 
午前 所内判定 所内判定 出張判定 出張判定 所内判定 

午後 所内判定 所内判定 
所内判定 

出張判定 
所内判定 

所内判定 

出張判定 

判定会議 午後 
重度手当判定会議

（月1回） 
（書類審査等） 

愛の手帳判定会議 

（週1回） 
（書類審査等） （書類審査等） 

表Ⅱ－４ 令和６年度 処遇別・利用形態別センター利用状況 （単位：人、件） 

※「本所」には、地域支援課分を含む。
※ 延べ件数である。
※ 相談・判定・判定書（意見書）等交付の合計件数と、取扱実人員の合計は一致しない。

身身  1188,,669911 身身  1122,,663344 身身  66,,667799 身身  44,,331111
知知 66,,223377 知知 33,,008855 知知  55,,441133 知知  44,,440033
身 14,822 身 10,603 身 4,838 身 3,330
知 3,603 知 1,637 知 3,313 知 2,773
身 3,869 身 2,031 身 1,841 身 981
知 2,634 知 1,448 知 2,100 知 1,630
身身 1122,,332211 身身 1122,,551155 身身   -- 身身   --
知知 33,,003311 知知 33,,003344 知知   -- 知知   --
身 10,305 身 10,499 身  - 身  -
知 1,636 知 1,636 知  - 知  -
身 2,016 身 2,016 身  - 身  -
知 1,395 知 1,398 知  - 知  -
身身 22,,775588 身身 110000 身身 33,,002233 身身  22,,115555
知知 22,,661199 知知 5511 知知 44,,553377 知知  22,,888800
身 1,662 身 85 身 1,938 身 1,435
知 1,541 知 1 知 2,733 知 1,828
身 1,096 身 15 身 1,085 身 720
知 1,078 知 50 知 1,804 知 1,052
身身 33,,443322 身身 00 身身 33,,447788 身身  22,,110000
知知 224433 知知 00 知知 553311 知知  11,,112288
身 2,688 身 0 身 2,734 身 1,851
知 183 知 0 知 336 知 651
身 744 身 0 身 744 身 249
知 60 知 0 知 195 知 477
身身 114422 身身 11 身身 114400 身身 1188
知知 110099 知知 00 知知 110099 知知 332200
身 129 身 1 身 128 身 6
知 83 知 0 知 83 知 294
身 13 身 0 身 12 身 12
知 26 知 0 知 26 知 26
身身 3322 身身 88 身身 3388 身身 3322
知知 223355 知知 00 知知 223366 知知 7755
身 32 身 8 身 38 身 32
知 160 知 0 知 161 知 0
身 0 身 0 身 0 身 0
知 75 知 0 知 75 知 75
身身 66 身身 1100 身身 00 身身 66
知知 00 知知 00 知知   -- 知知   --
身 6 身 10 身 0 身 6
知 0 知 0 知 0 知 0
身 0 身 0 身 0 身 0
知 0 知 0 知 0 知 0

相談 判定
判定書（意見書）

等交付

処遇別（合計　36,525件）

取扱実人員（人）

6 10 0 6

333388

212 1 211 300

39 0 38 38

3,070 2,502

804 0 939 726

0 0 0 0

75 0 75 75

そそのの他他 66 1100 00 66

巡巡回回 226677 88 227744 110077

192 8 199 32

55,,003355

3,203 86 4,671 3,263

来来所所 55,,337777

44,,000099 33,,222288

3,414  -

2,174

本所

支所

本所

支所

0

65

115511 77,,556600

2,871

18,425

2,889 1,772

書書類類 33,,667755 00

6,103

2,611

1155,,335522

11,941

3,411

1155,,554499

12,135

電電話話

本所

支所

本所

支所

12,240

3,479

8,151

3,941

 - -

  -

--

6,503

      --

合合計計

本所

支所

支所

出出張張 225511 11 224499

支所

本所

本所

2244,,992288 1155,,771199 1122,,009922 88,,771144
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◆知的障害関係 令和７年４月１日現在 

月 火 水 木 金 

愛の手帳（18歳以上） 所内判定 所内判定 所内判定 所内判定 所内判定 

重度心身障害者手当 
午前 所内判定 所内判定 出張判定 出張判定 所内判定 

午後 所内判定 所内判定 
所内判定 

出張判定 
所内判定 

所内判定 

出張判定 

判定会議 午後 
重度手当判定会議

（月1回） 
（書類審査等） 

愛の手帳判定会議 

（週1回） 
（書類審査等） （書類審査等） 

表Ⅱ－４ 令和６年度 処遇別・利用形態別センター利用状況 （単位：人、件） 

※「本所」には、地域支援課分を含む。
※ 延べ件数である。
※ 相談・判定・判定書（意見書）等交付の合計件数と、取扱実人員の合計は一致しない。

身身  1188,,669911 身身  1122,,663344 身身  66,,667799 身身  44,,331111
知知 66,,223377 知知 33,,008855 知知  55,,441133 知知  44,,440033
身 14,822 身 10,603 身 4,838 身 3,330
知 3,603 知 1,637 知 3,313 知 2,773
身 3,869 身 2,031 身 1,841 身 981
知 2,634 知 1,448 知 2,100 知 1,630
身身 1122,,332211 身身 1122,,551155 身身   -- 身身   --
知知 33,,003311 知知 33,,003344 知知   -- 知知   --
身 10,305 身 10,499 身  - 身  -
知 1,636 知 1,636 知  - 知  -
身 2,016 身 2,016 身  - 身  -
知 1,395 知 1,398 知  - 知  -
身身 22,,775588 身身 110000 身身 33,,002233 身身  22,,115555
知知 22,,661199 知知 5511 知知 44,,553377 知知  22,,888800
身 1,662 身 85 身 1,938 身 1,435
知 1,541 知 1 知 2,733 知 1,828
身 1,096 身 15 身 1,085 身 720
知 1,078 知 50 知 1,804 知 1,052
身身 33,,443322 身身 00 身身 33,,447788 身身  22,,110000
知知 224433 知知 00 知知 553311 知知  11,,112288
身 2,688 身 0 身 2,734 身 1,851
知 183 知 0 知 336 知 651
身 744 身 0 身 744 身 249
知 60 知 0 知 195 知 477
身身 114422 身身 11 身身 114400 身身 1188
知知 110099 知知 00 知知 110099 知知 332200
身 129 身 1 身 128 身 6
知 83 知 0 知 83 知 294
身 13 身 0 身 12 身 12
知 26 知 0 知 26 知 26
身身 3322 身身 88 身身 3388 身身 3322
知知 223355 知知 00 知知 223366 知知 7755
身 32 身 8 身 38 身 32
知 160 知 0 知 161 知 0
身 0 身 0 身 0 身 0
知 75 知 0 知 75 知 75
身身 66 身身 1100 身身 00 身身 66
知知 00 知知 00 知知   -- 知知   --
身 6 身 10 身 0 身 6
知 0 知 0 知 0 知 0
身 0 身 0 身 0 身 0
知 0 知 0 知 0 知 0

相談 判定
判定書（意見書）

等交付

処遇別（合計　36,525件）

取扱実人員（人）

6 10 0 6

333388

212 1 211 300

39 0 38 38

3,070 2,502

804 0 939 726

0 0 0 0

75 0 75 75

そそのの他他 66 1100 00 66

巡巡回回 226677 88 227744 110077

192 8 199 32

55,,003355

3,203 86 4,671 3,263

来来所所 55,,337777

44,,000099 33,,222288

3,414  -

2,174

本所

支所

本所

支所

0

65

115511 77,,556600

2,871

18,425

2,889 1,772

書書類類 33,,667755 00

6,103

2,611

1155,,335522

11,941

3,411

1155,,554499

12,135

電電話話

本所

支所

本所

支所

12,240

3,479

8,151

3,941

 - -

  -

--

6,503

      --

合合計計

本所

支所

支所

出出張張 225511 11 224499

支所

本所

本所

2244,,992288 1155,,771199 1122,,009922 88,,771144
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２ 身体障害に係る判定 

 

障害者総合支援法、身体障害者福祉法及び関連通知等の規定に基づき、医学的、心理学的判定並

びに補装具の処方及び適合判定を行っている。判定は、原則として来所によるが、障害の状況等に

よっては、在宅者を対象として出張判定も行っている。 

なお、補装具の一部及び自立支援医療（更生医療）については、医師の意見書に基づき書類判定

を行っている。 

 

(1) 補装具費支給の要否判定及び適合判定 

肢体不自由者の車椅子、義肢、装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置、視覚障害者

の眼鏡（弱視眼鏡等）、聴覚障害者の補聴器等の要否の判定及び処方と適合の判定を行っている。 

  表Ⅱ―５ 令和６年度補装具費支給に係る判定件数       （単位：件） 

 肢体不自由 視覚障害 聴覚障害 合計 

本所 ３，５３８ ３３ ９１７ ４，４８８ 

支所 １，８０９ ０ １０ １，８１９ 

合計 ５，３４７ ３３ ９２７ ６，３０７ 

※ 「肢体不自由」は、来所・書類・出張を含む。「視覚障害」「聴覚障害」は来所・書類。 

※ 障害者総合支援法第76条第１項抜粋「市町村は、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は 

修理を必要とする者であると認めるときは、当該補装具の購入等に要した費用について、補装 

具費を支給する。」 

同条第３項抜粋「市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障

害者更生相談所の意見を聴くことができる。」 

 

 (2) 自立支援医療（更生医療）の要否判定 

障害者総合支援法に定める自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）のうち、身体   

障害者の障害の程度の軽減及び除去を目的とした更生医療の要否判定を行っている。 

    令和６年度実績 判定件数 206件（肢体 97件、視覚 2件、聴覚 97件、内部 10件） 

※ 自立支援医療とは障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活

又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 

 

図Ⅱ－２ 補装具・更生医療判定の流れ 

 

 

(3) 児童補装具に関する助言 

  区市町村の求めに応じて、児童補装具に関する技術的な助言を行っている。 

 

(4) 東京都重度心身障害者手当の判定 

東京都重度心身障害者手当の受給資格の認定を受けようとする者について、条例で定める程度

の障害の状態にあるか否かについて判定を行っている。 

（表Ⅱ-８を参照） 

 

 (5) 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 

申 請

支給決定 判定結果

判定依頼

申請者
センター
（判定）

区市町村の

障害福祉担当
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区市町村の求めに応じて、区市町村が行う介護給付費等の支給決定や障害支援区分の認定等に

関して、障害者総合支援法第22条※１及び第26条※２並びに第51条の７及び第51条の11に規定する

援助を行っている。 

※１ 第22条第２項抜粋「市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、

身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができる。」（第51条の７第２項にも同旨の規定あり） 

※２ 第26条抜粋「市町村の求めに応じ、市町村が行う業務に関し、身体障害者更生相談所等によ

る技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。」（第51条の

11にも同旨の規定あり） 

 

３ 知的障害に係る判定 
 

知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所として、愛の手帳の交付（更新）を希望され 

る方（18歳以上）の知的障害の有無及び程度の判定、東京都重度心身障害者手当の判定等、知的 

障害に係る各種判定を行っている。 

 

(1) 愛の手帳の判定 

都内に居住する愛の手帳の交付及び更新に係る判定を希望される方（18歳以上）について、来

所及び出張等により、医学的判定及び心理学的判定等を行ったうえで、障害の有無及び程度の総

合判定を行っている。 

表Ⅱ―６ 令和６年度愛の手帳の判定件数          （単位：件） 

 新規 更新 程度変更 合計 

本所 ５０４ ９５９ ６０ １，５２３ 

支所 ２２８ ６２９ ５２ ９０９ 

合計 ７３２ １，５８８ １１２ ２，４３２ 

（参考）18歳未満の申請者は各児童相談所にて判定 

 

児童相談所による判定で既に愛の手帳１・２度を交付されている方の成人判定（１８歳到達時

の更新判定）について、障害者の利便性を考慮して、区市町村の会場に出向いて判定を行う「巡

回集合判定」を平成18年度から実施している。 

表Ⅱ―７ 令和６年度愛の手帳巡回集合判定         

 区市町村数 判定人数 延べ回数 

本所  １２区 １５３人 ２１回 

支所   ９市   ６７人   １１回 

合計   ２１区市  ２２０人 ３２回 

 

(2) 東京都重度心身障害者手当の判定 

東京都重度心身障害者手当の受給資格の認定を受けようとする者について、条例で定める程度

の障害の状態にあるか否かについて判定を行っている。 

 

表Ⅱ－８ 令和６年度 重度心身障害者手当判定状況（新規申請）   （単位：件） 

合計 
該  当 非 該 当 

 
１号 ２号 ３号 小計 １号 ２号 ３号 小計 

682 147 160 89 396 178 34 74 286  

※ １号は「重度の知的障害＋著しい精神症状」、２号は「重度の知的障害＋重度の身体障害」、３号

は「両上肢及び両下肢の機能喪失＋座位困難」をいう。 

※ センター全体の件数である（本所 464件・支所 218件）。 
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区市町村の求めに応じて、区市町村が行う介護給付費等の支給決定や障害支援区分の認定等に

関して、障害者総合支援法第22条※１及び第26条※２並びに第51条の７及び第51条の11に規定する

援助を行っている。 

※１ 第22条第２項抜粋「市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、

身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができる。」（第51条の７第２項にも同旨の規定あり） 

※２ 第26条抜粋「市町村の求めに応じ、市町村が行う業務に関し、身体障害者更生相談所等によ

る技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。」（第51条の

11にも同旨の規定あり） 

 

３ 知的障害に係る判定 
 

知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所として、愛の手帳の交付（更新）を希望され 

る方（18歳以上）の知的障害の有無及び程度の判定、東京都重度心身障害者手当の判定等、知的 

障害に係る各種判定を行っている。 

 

(1) 愛の手帳の判定 

都内に居住する愛の手帳の交付及び更新に係る判定を希望される方（18歳以上）について、来

所及び出張等により、医学的判定及び心理学的判定等を行ったうえで、障害の有無及び程度の総

合判定を行っている。 

表Ⅱ―６ 令和６年度愛の手帳の判定件数          （単位：件） 

 新規 更新 程度変更 合計 

本所 ５０４ ９５９ ６０ １，５２３ 

支所 ２２８ ６２９ ５２ ９０９ 

合計 ７３２ １，５８８ １１２ ２，４３２ 

（参考）18歳未満の申請者は各児童相談所にて判定 

 

児童相談所による判定で既に愛の手帳１・２度を交付されている方の成人判定（１８歳到達時

の更新判定）について、障害者の利便性を考慮して、区市町村の会場に出向いて判定を行う「巡

回集合判定」を平成18年度から実施している。 

表Ⅱ―７ 令和６年度愛の手帳巡回集合判定         

 区市町村数 判定人数 延べ回数 

本所  １２区 １５３人 ２１回 

支所   ９市   ６７人   １１回 

合計   ２１区市  ２２０人 ３２回 

 

(2) 東京都重度心身障害者手当の判定 

東京都重度心身障害者手当の受給資格の認定を受けようとする者について、条例で定める程度

の障害の状態にあるか否かについて判定を行っている。 

 

表Ⅱ－８ 令和６年度 重度心身障害者手当判定状況（新規申請）   （単位：件） 

合計 
該  当 非 該 当 

 
１号 ２号 ３号 小計 １号 ２号 ３号 小計 

682 147 160 89 396 178 34 74 286  

※ １号は「重度の知的障害＋著しい精神症状」、２号は「重度の知的障害＋重度の身体障害」、３号

は「両上肢及び両下肢の機能喪失＋座位困難」をいう。 

※ センター全体の件数である（本所 464件・支所 218件）。 
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身体障害者福祉法 
第15条第１項指定医 

申請者 

※ この他に現況判定を147件実施（本所 82件、支所 65件）。 

 

 (3) 東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金の最重度障害者加算対象者の確認審査 

施設に入所している最重度知的障害者へのサービス向上のため、平成16年度に都独自の最重度

障害者加算の認定制度が創設された。センターでは、障害者施策推進部からの依頼を受けて、最

重度障害者加算対象者の確認審査を実施している。 

表Ⅱ―９ 令和６年度最重度障害者加算対象者の確認審査件数（入所施設） 

 確認件数 施設数 

本所 ３０件 ２１施設 

支所 ２１件 ７施設 

合計 ５１件 ２８施設 

 

 (4) 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 

区市町村の求めに応じて、区市町村が行う介護給付費等の支給決定や障害支援区分の認定等に

関して、障害者総合支援法第22条及び第26条並びに第51条の７及び第51条の11に規定する援助を

行っている。（P.17 ２(5)「障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助」参照） 

 

４ 巡回相談 

   

身体障害者及び知的障害者の更生援護の利便を図るため、来所困難な島しょ地区や西多摩地 

区に年１回（小笠原村は隔年）巡回して、補装具や愛の手帳の医学判定、心理学判定等を実施 

している。 

また、身体障害者福祉法第１５条指定医が地域にいないなど、特別な事情がある場合、巡回相 

談に合わせて、身体障害者手帳の取得に必要な視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由に関する 

障害程度の診断も行っている。 

 

５ 身体障害の認定と身体障害者手帳の発行 

 

(1) 身体障害の認定と身体障害者手帳の発行（P.48 表Ⅲ-８～P.50 表Ⅲ-10を参照） 

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、同法の別表に掲げる障害程度に該当すると 

認定された者に対し、知事が交付するもので、障害者サービスの基盤となるものである｡ 

指定医の作成した身体障害者診断書・意見書を、身体障害者福祉法及び東京都身体障害認定基 

   準等に基づき、必要に応じて審査会における審査及び非該当ケース等の審議会への諮問を経て、   

センターにおいて障害程度の認定を行い、身体障害者手帳を発行している。 

 

図Ⅱ－３ 身体障害者手帳交付の流れ（標準処理期間：21日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
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身障福祉分科会 

⑤手帳交付 
決定・送付 

⑥手帳交付 

 

③交付申請 

①受診 ②診断書 
交 付 

④手帳交付 
申請・進達 
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表Ⅱ－１０ 令和６年度 身体障害者手帳交付数（新規／障害別・等級別）    （単位：件） 
 計 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

合合    計計  2222,,440099  99,,557777  22,,330099  22,,117799  55,,770022  11,,000055  11,,663377  
  
  

東京都分（八王子市除く） 21,330 9,122 2,207 2,108 5,387 971 1,535 
八王子市 1,079 455 102 71 315 34 102 

視視覚覚障障害害  11,,558844  223344  666666  110011  118811  338822  2200  
  
  

東京都分（八王子市除く） 1,519 222 635 99 174 369 20 
八王子市 65 12 31 2 7 13 0 

聴聴覚覚･･平平衡衡機機能能障障害害  22,,661199  11  5500  114488  11,,220022  99  11,,220099  
  
  

東京都分（八王子市除く） 2,433 1 45 142 1,106 8 1,131 
八王子市 186 0 5 6 96 1 78 

音音声声･･言言語語･･そそししゃゃくく機機能能障障害害  339900  66  1133  228866  8855  --  --  
  
  

東京都分（八王子市除く） 373 6 13 276 78 - - 
八王子市 17 0 0 10 7 - - 

肢肢体体不不自自由由  55,,994499  11,,663377  11,,444400  990077  994433  661144  440088  
  
  

東京都分（八王子市除く） 5,713 1,553 1,376 883 923 594 384 
八王子市 236 84 64 24 20 20 24 

内内部部障障害害  1111,,886677  77,,669999  114400  773377  33,,229911  --  --  

  
  
  
  
  

東京都分（八王子市除く） 11,292 7,340 138 708 3,106 - - 
八王子市 575 359 2 29 185 - - 
心臓機能障害 4,674 4,367 0 119 188 - - 

 東京都分（八王子市除く） 4,458 4,172 0 116 170 - - 
八王子市 216 195 0 3 18 - - 

じん臓機能障害 3,211 3,053 1 95 62 - - 

 東京都分（八王子市除く） 3,058 2,904 1 93 60 - - 
八王子市 153 149 0 2 2 - - 

呼吸器機能障害 711 201 0 353 157 - - 

 東京都分（八王子市除く） 667 189 0 332 146 - - 
八王子市 44 12 0 21 11 - - 

ぼうこう・直腸機能障害 2,838 0 1 53 2,784 - - 

 東京都分（八王子市除く） 2,686 0 1 52 2,633 - - 
八王子市 152 0 0 1 151 - - 

小腸機能障害 12 5 0 5 2 - - 

 東京都分（八王子市除く） 12 5 0 5 2 - - 
八王子市 0 0 0 0 0 - - 

免疫機能障害 303 30 104 101 68 - - 

 東京都分（八王子市除く） 302 30 104 101 67 - - 
八王子市 1 0 0 0 1 - - 

肝臓機能障害 118 43 34 11 30 - - 

 東京都分（八王子市除く） 109 40 32 9 28 - - 
八王子市 9 3 2 2 2 - - 

※ 重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 
 ※ 八王子市は、平成27年4月に中核市に移行し、身体障害者手帳の交付を行っている。 
 
 
表Ⅱ－１１ 令和６年度 身体障害者手帳交付数（新規／障害別・児者別）       （単位：件） 

 合  計 視覚障害 聴覚障害 言語障害 
肢体 

不自由 
内部障害 

合合  計計  2222,,440099  11,,558844  22,,661199  339900  55,,994499  1111,,886677  

 東京都分（八王子市除く） 21,330 1,519 2,433 373 5,713 11,292 

八王子市 1,079 65 186 17 236 575 

 

1188 歳歳未未満満  555511  3300  8800  11  228899  115511  

 
東京都分（八王子市除く） 519 27 75 1 278 138 

八王子市 32 3 5 0 11 13 

1188 歳歳以以上上  2211,,885588  11,,555544  22,,553399  338899  55,,666600  1111,,771166  

 
東京都分（八王子市除く） 20,811 1,492 2,358 372 5,435 11,154 

八王子市 1,047 62 181 17 225 562 
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表Ⅱ－１０ 令和６年度 身体障害者手帳交付数（新規／障害別・等級別）    （単位：件） 
 計 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

合合    計計  2222,,440099  99,,557777  22,,330099  22,,117799  55,,770022  11,,000055  11,,663377  
  
  

東京都分（八王子市除く） 21,330 9,122 2,207 2,108 5,387 971 1,535 
八王子市 1,079 455 102 71 315 34 102 

視視覚覚障障害害  11,,558844  223344  666666  110011  118811  338822  2200  
  
  

東京都分（八王子市除く） 1,519 222 635 99 174 369 20 
八王子市 65 12 31 2 7 13 0 

聴聴覚覚･･平平衡衡機機能能障障害害  22,,661199  11  5500  114488  11,,220022  99  11,,220099  
  
  

東京都分（八王子市除く） 2,433 1 45 142 1,106 8 1,131 
八王子市 186 0 5 6 96 1 78 

音音声声･･言言語語･･そそししゃゃくく機機能能障障害害  339900  66  1133  228866  8855  --  --  
  
  

東京都分（八王子市除く） 373 6 13 276 78 - - 
八王子市 17 0 0 10 7 - - 

肢肢体体不不自自由由  55,,994499  11,,663377  11,,444400  990077  994433  661144  440088  
  
  

東京都分（八王子市除く） 5,713 1,553 1,376 883 923 594 384 
八王子市 236 84 64 24 20 20 24 

内内部部障障害害  1111,,886677  77,,669999  114400  773377  33,,229911  --  --  

  
  
  
  
  

東京都分（八王子市除く） 11,292 7,340 138 708 3,106 - - 
八王子市 575 359 2 29 185 - - 
心臓機能障害 4,674 4,367 0 119 188 - - 

 東京都分（八王子市除く） 4,458 4,172 0 116 170 - - 
八王子市 216 195 0 3 18 - - 

じん臓機能障害 3,211 3,053 1 95 62 - - 

 東京都分（八王子市除く） 3,058 2,904 1 93 60 - - 
八王子市 153 149 0 2 2 - - 

呼吸器機能障害 711 201 0 353 157 - - 

 東京都分（八王子市除く） 667 189 0 332 146 - - 
八王子市 44 12 0 21 11 - - 

ぼうこう・直腸機能障害 2,838 0 1 53 2,784 - - 

 東京都分（八王子市除く） 2,686 0 1 52 2,633 - - 
八王子市 152 0 0 1 151 - - 

小腸機能障害 12 5 0 5 2 - - 

 東京都分（八王子市除く） 12 5 0 5 2 - - 
八王子市 0 0 0 0 0 - - 

免疫機能障害 303 30 104 101 68 - - 

 東京都分（八王子市除く） 302 30 104 101 67 - - 
八王子市 1 0 0 0 1 - - 

肝臓機能障害 118 43 34 11 30 - - 

 東京都分（八王子市除く） 109 40 32 9 28 - - 
八王子市 9 3 2 2 2 - - 

※ 重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 
 ※ 八王子市は、平成27年4月に中核市に移行し、身体障害者手帳の交付を行っている。 
 
 
表Ⅱ－１１ 令和６年度 身体障害者手帳交付数（新規／障害別・児者別）       （単位：件） 

 合  計 視覚障害 聴覚障害 言語障害 
肢体 

不自由 
内部障害 

合合  計計  2222,,440099  11,,558844  22,,661199  339900  55,,994499  1111,,886677  

 東京都分（八王子市除く） 21,330 1,519 2,433 373 5,713 11,292 

八王子市 1,079 65 186 17 236 575 

 

1188 歳歳未未満満  555511  3300  8800  11  228899  115511  

 
東京都分（八王子市除く） 519 27 75 1 278 138 

八王子市 32 3 5 0 11 13 

1188 歳歳以以上上  2211,,885588  11,,555544  22,,553399  338899  55,,666600  1111,,771166  

 
東京都分（八王子市除く） 20,811 1,492 2,358 372 5,435 11,154 

八王子市 1,047 62 181 17 225 562 
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表Ⅱ－１２ 令和６年度 身体障害者手帳交付数（総数／障害別・等級別） （単位：件） 

 合 計 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

合合  計計（（年年度度末末現現在在））  443388,,995577  114433,,775511  6611,,661122  6644,,444455  111155,,777766  2200,,554477  3322,,882266  

  

  

東京都分（八王子市除く） 423,415 138,267 59,256 62,452 111,900 19,751 31,789 

八王子市 15,542 5,484 2,356 1,993 3,876 796 1,037 

視視覚覚障障害害  3355,,336666  66,,004400  1100,,445522  33,,334488  55,,006611  77,,335566  33,,110099  

  

  

東京都分（八王子市除く） 34,145 5,626 10,032 3,281 4,979 7,171 3,056 

八王子市 1,221 414 420 67 82 185 53 

聴聴覚覚･･平平衡衡機機能能障障害害  4477,,779977  221100  22,,996611  55,,004499  1177,,227744  225500  2222,,005533  

  

  

東京都分（八王子市除く） 45,869 118 2,547 4,893 16,636 244 21,431 

八王子市 1,928 92 414 156 638 6 622 

音音声声･･言言語語･･そそししゃゃくく機機能能障障害害  66,,889977  9977  115566  44,,554499  22,,009955  --  --  

  

  

東京都分（八王子市除く） 6,717 94 136 4,457 2,030 - - 

八王子市 180 3 20 92 65 - - 

肢肢体体不不自自由由  220033,,886622  5522,,558811  4422,,332266  3300,,998822  5577,,336688  1122,,994411  77,,666644  

  

  

東京都分（八王子市除く） 197,290 51,034 40,904 29,910 55,804 12,336 7,302 

八王子市 6,572 1,547 1,422 1,072 1,564 605 362 

内内部部障障害害  114455,,003355  8844,,882233  55,,771177  2200,,551177  3333,,997788  --  --  

  

  

  

  

  

東京都分（八王子市除く） 139,394 81,395 5,637 19,911 32,451 - - 

八王子市 5,641 3,428 80 606 1,527 - - 

心臓機能障害 6688,,330077  4466,,005588  114488  1111,,991188  1100,,118833  - - 

 東京都分（八王子市除く） 65,541 44,302 134 11,492 9,613 - - 

八王子市 2,766 1,756 14 426 570 - - 

じん臓機能障害 3366,,224466  3333,,990077  1133  11,,889955  443311  - - 

 東京都分（八王子市除く） 34,709 32,380 13 1,891 425 - - 

八王子市 1,537 1,527 0 4 6 - - 

呼吸器機能障害 55,,000055  11,,222222  1166  22,,777788  998899  - - 

 東京都分（八王子市除く） 4,819 1,162 12 2,696 949 - - 

八王子市 186 60 4 82 40 - - 

ぼうこう・直腸機能障害 2222,,447799  4422  2255  11,,447733  2200,,993399  - - 

 東京都分（八王子市除く） 21,564 40 24 1,433 20,067 - - 

八王子市 915 2 1 40 872 - - 

小腸機能障害 880077  118811  2211  113377  446688  - - 

 東京都分（八王子市除く） 785 174 17 135 459 - - 

八王子市 22 7 4 2 9 - - 

免疫機能障害 1111,,001122  22,,445588  55,,337722  22,,225522  993300  - - 

 東京都分（八王子市除く） 10,857 2,426 5,319 2,208 904 - - 

八王子市 155 32 53 44 26 - - 

肝臓機能障害 11,,117799  995555  112222  6644  3388  - - 

 東京都分（八王子市除く） 1,119 911 118 56 34 - - 

八王子市 60 44 4 8 4 - - 

※ 重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

 ※ 八王子市は、平成27年4月に中核市に移行し、身体障害者手帳の交付を行っている。 
 ※ 令和6年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 
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(2) 身体障害者手帳の障害再認定制度 

近年の医療・機能回復訓練技術のめざましい進歩や発展等により、障害程度が変化軽減する 

事例が増加してきていることを踏まえ、平成14年４月から身体障害者手帳の障害再認定制度を  

実施している。なお、再認定は、手帳交付時から１年以上５年以内の時期に実施することとなっ 

ている。 

 

 表Ⅱ－１３ 令和６年度 身体障害者手帳再認定対象者数（障害別・児者別） （単位：人） 

  合 計 視覚 聴覚･音声･ 
言語･そしゃく 

肢体不自由 内部障害 

合合  計計  44,,667733  8855  117700  11,,000011  33,,441177  

 

1 年後 1,078 27 53 542 456 

3 年後  3,373 36 93 326 2,918 

5 年後 222 22 24 133 43 

18 歳未満 469 23 86 251 109 

 

1 年後 52 0 7 22 23 

3 年後 302 14 68 150 70 

5 年後 115 9 11 79 16 

18 歳以上 4,204 62 84 750 3,308 

 

1 年後 1,026 27 46 520 433 

3 年後 3,071 22 25 176 2,848 

5 年後 107 13 13 54 27 

  ※ 八王子市分を含まない。 

     

 

６ 知的障害の認定と愛の手帳の交付 
 

愛の手帳は、都独自の制度であるが、国の療育手帳に相当するものであり、知的障害者（児）が

各種の福祉サービスを利用するために必要とされるものである。愛の手帳は、東京都愛の手帳交付

要綱に基づく判定を経て交付される。 
 

(1) 愛の手帳（東京都療育手帳）の交付 

センターは、各判定機関において行った判定結果に基づき審査し、知的障害の認定を行い、愛

の手帳の発行・交付を行っている。（P.50 表Ⅲ-11、Ⅲ-12を参照） 

 

図Ⅱ－４ 愛の手帳の判定・交付の流れ（標準処理期間：30日(判定予約を含まない)） 
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表Ⅱ－１４ 令和６年度 愛の手帳（療育手帳）交付状況（程度別・年齢別） （単位：件） 

 新 規 
交付数 

年度末現在 
交付総数 

        

１度 ２度 ３度 ４度 

(最重度) (重 度) (中 度) (軽 度) 

合 計 33,,883300  110066,,668833  33,,330022  2244,,770099  2233,,993355  5544,,773377  

0～6 歳(就学前) 1,058 904 23 9 245 627 

6～17 歳 2,141 14,286 19 1,701 4,166 8,400 

18 歳以上 631 91,493 3,260 22,999 19,524 45,710 

※ 新規交付数には、他県等からの転入による交付分336件を含む。 

 

７ 区市町村、指定医、補装具業者、関係機関等との連携・支援・講習 

 (1) 身体障害関係 

 ① 指定医講習会の開催 

   身体障害者手帳に係る診断を行う身体障害者福祉法第15条の指定医に対し、診断及び補装具  

交付意見書作成等の講習会を平成15年度から開催し、手帳制度及び補装具費支給制度の円滑な 

実施を図っている。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に講習会の開催方法を見直し、令和５年度から 

オンデマンド配信による開催とした。 

配信期間 令和７年１月10日（金）～２月25日（火） 

令和６年度実績（身体障害者福祉法第15条の指定医に、令和７年１月８日資料郵送） 

修了者：肢体不自由（131名）、呼吸器機能障害（157名）、免疫機能障害（20名） 

② 補装具判定講習会の開催 

区市町村の関係職員を対象に、体験を交えた補装具に関する研修を行っている。 

    令和６年度実績 

参加申込、アンケートに電子申請を利用し、各講習会とも資料は各区市町村に事前メール配信。 

補装具判定講習会（本所）  オンライン開催 

    視 覚 障 害： 開催回数 １回（令和６年６月17日開催）参加者数 94名  

    聴 覚 障 害： 開催回数 １回（令和６年６月17日開催）参加者数 94名 

        肢 体不自由： 開催回数 １回（令和６年６月３日開催）参加者数 113名 

        機器展示会 (本所及び別館) 集合形式開催 

    本所機器展示会：開催回数 1回（令和６年７月29日開催）参加者数 65名 

    （義肢装具・視覚、聴覚障害者用補装具） 

    別館機器展示会：開催回数 1回（令和６年７月１日開催）参加者数 70名 

    （車椅子・電動車椅子・姿勢保持装置・重度障害者用意思伝達装置） 

③ 補装具製作事業者に向けた情報提供 

    補装具製作事業者に対し補装具費支給制度の周知を図り、迅速かつ適正な補装具判定業務を 

実施するための情報提供をしている。 

    令和６年度実績 

令和６年度基準改正を受け、各補装具について資料を大幅に修正し、センターホームページ上 

に公開。（令和７年２月公開） 

・視覚障害者用補装具 ：眼鏡等 

・聴覚障害者用補装具 ：補聴器等 

・肢体不自由者用補装具：義肢装具・車椅子等全般     

④ 補装具（視覚・聴覚）情報交換会の開催 

各区市町村に出向き、関係職員と意見交換会を開催し、各補装具の特徴や支援方法等に 

   ついての技術的支援を行っている。 
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令和６年度実績   開催回数３区に実施。参加者数計23名 

10月18日   大田区      参加者数 ５名 

11月５日  武蔵野市      参加者数 ６名 

12月13日    北区      参加者数 12名 

⑤ 自立支援医療（更生医療）事務説明会 

  区市町村の担当職員を対象に、自立支援医療（更生医療）に関する事務説明会を行っている。 

令和６年度実績 

本年度、参加申込、アンケートに電子申請を利用しオンライン開催。 

自立支援医療（更生医療）事務説明会（本所） 回数 １回 （令和６年５月20日）参加者数93 

名 

⑥ 身体障害者手帳事務説明会 

区市町村の関係職員を対象に、手帳交付に関する事務説明会を行っている。 

令和６年度実績 

資料は各区市町村に事前メール配信とし、オンライン開催。 

開催回数 １回（令和６年10月４日） 参加福祉事務所数 41事務所 

⑦ 全国身体障害者更生相談所長協議会の運営事務等 

全国身体障害者更生相談所長協議会は、更生相談所相互の連絡を緊密にし、更生相談所業 

務の発展とその円滑な運営を期すことを目的に、全国の身体障害者更生相談所長によって組 

織され、センター所長が会長を務め、センターは事務局を担当している。 

・総会  年１回 令和６年７月12日（金）開催（東京都） 

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、全会員に総会の開催方法に関する希望調査 

を実施した結果、最も希望が多かったオンラインによる開催となった。 

(厚生労働省の行政説明は、全国知的障害者更生相談所長協議会と共催）  

・役員会 年２回 第１回：令和６年７月12日（金）開催（東京都） 

第２回：令和７年２月13日（木）開催（秋田県） 

第１回役員会は、総会と同日開催につき、総会の開催方法に伴いオンライン開催とした。 

第２回役員会は、開催県の都合により、オンライン開催となった。 

・関東甲信越地区所長協議会：年１回開催（新潟市） 

地区内の全会員に、協議会の開催方法の希望調査を実施した結果、最も希望が多かった 

書面による開催となった。（令和６年10月17日（木）地区内各更生相談所にメール配信） 

・関東甲信越地区職員研究協議会：年１回開催（千葉市） 

コロナ禍以降初めて対面により開催。（令和６年10月25日（金）於：千葉市役所会議室） 

出席した各更生相談所の専門職等から、テーマ毎に活発な発言、意見交換があり、近隣県の 

担当者同士の顔つなぎと共に、補装具判定等に関する各更生相談所の取組み状況等に係る 

情報交換を実施した。 

・第２回身体障害者更生相談所職員向け講習会の開催 

     会費の有効活用の観点から、補装具判定専門委員会の協力のもと、オンデマンド配信によ 

る職員向け講習会を実施した。 

なお、全国の会員への調査に基づき、受講可能な配信期間を１年間に延長した。 

配 信：令和７年３月15日（土）～令和８年３月14日（土） 

テーマ：「告示改正後の留意点、Ｑ＆Ａ」 

「車椅子、姿勢保持装置、電動車椅子の複数支給について」 
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     会費の有効活用の観点から、補装具判定専門委員会の協力のもと、オンデマンド配信によ 

る職員向け講習会を実施した。 

なお、全国の会員への調査に基づき、受講可能な配信期間を１年間に延長した。 

配 信：令和７年３月15日（土）～令和８年３月14日（土） 

テーマ：「告示改正後の留意点、Ｑ＆Ａ」 

「車椅子、姿勢保持装置、電動車椅子の複数支給について」 
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(2) 知的障害関係 

全国知的障害者更生相談所長協議会活動との連携 

所長協議会は、更生相談所相互の連絡を緊密にし、更生相談所業務の発展とその円滑な運営を 

期すことを目的に、全国の知的障害者更生相談所長によって組織され、センター所長が会長を 

務めている。また、平成21年度から毎年、全国知的障害者更生相談所長協議会として「療育手 

帳の法制化を求める要望書」を厚生労働省社会・援護局長宛に提出しており、平成26年度から 

は全国児童相談所長会と連名で提出している。 

・総会  年１回：令和６年７月12日 オンライン開催（札幌市） 

・幹事会 年２回 第１回：令和６年７月12日 オンライン開催（札幌市） 

第２回：令和７年２月７日 オンライン開催（札幌市） 

   ・新任職員研修会 年１回：令和６年９月10日～11月１日（静岡県） 

書面開催およびオンデマンド動画配信 

・関東甲信越地区所長協議会    年１回：令和６年10月28日 オンライン開催（群馬県） 

・関東甲信越地区職員研究協議会 年１回：令和６年11月 書面開催（栃木県） 

・厚労省への「療育手帳の法制化を求める要望書」提出 令和６年11月19日 

 

８ 本所と支所 

表Ⅱ－１５ 令和６年度 本所と支所とのセンター利用状況       （単位：件） 

 障害別 処遇別 利用形態別 

身体 知的 相談 判定 判定書

交付 

相談  

（電話） 

来所 巡回 出張 書類 その他 

本所 18,771 7,723 12,240 8,151 6,103 12,135 8,020 239 512 5,572 16 

支所 4,853 5,178 3,479 3,941 2,611 3,414 4,726 150 76 1,665 0 

計 23,624 12,901 15,719 12,092 8,714 15,549 12,746 389 588 7,237 16 

合計 36,525 36,525 36,525 

  （P.16 表Ⅱ-4「令和6年度 処遇別・利用形態別センター利用状況」の内訳を参照） 

   ※「本所」には地域支援課分を含む。 

 

表Ⅱ－１６ 令和６年度 本所と支所の電話相談件数（課別）        （単位：件） 

※ 複数相談含む。 

 合計 手帳 医療保健 補装具 職業 施設 生活 教育 その他 

障害認定課 10,754 1,310 819 8,446 0 0 0 0 179 

地域支援課 1,381 12 178 5 361 42 268 0 515 

多摩支所 3,414 1,208 8 1,995 4 1 168 1 29 

合計 15,549 2,530 1,005 10,446 365 43 436 1 723 
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【地域支援課】 

障害者総合支援法等関連研修（障害支援区分認定調査員研修、市町村審査会委員研修、相談支援

従事者研修、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修）を実施し、障害福祉サービス等

に必要な人材を育成している。 

また、身体障害者福祉司と知的障害者福祉司を窓口として、区市町村等では解決が困難かつ高度

で専門的な相談への支援を行うとともに、地域の障害者を対象とする相談機関やサービス提供機関

に対して、障害者支援のノウハウの提供・研修等を実施し、関係機関職員のスキルアップを図ると

ともに、関係機関相互のネットワークづくりを推進している。 

さらに、東京都自立支援協議会の事務局として、年２回の本会議の他、自立支援協議会担当者連

絡会、地域自立支援協議会交流会や東京都自立支援協議会セミナーの企画運営、「東京都内の自立

支援協議会の動向」の作成などに取組んでいる。 

あわせて、東京都における高次脳機能障害支援拠点機関として、相談支援、ネットワーク、人材

育成・広報普及啓発、社会生活評価プログラム、就労支援の各事業を実施している。 

 

１ 障害者総合支援法等関連研修の実施（地域支援担当） 

 

障害者総合支援法等関連研修を各事業の所管と連携し、研修内容の企画運営、受講者の決定・修

了証書の発行等を行っている。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修は業務の一部を

委託して実施している。また、相談支援従事者研修とサービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者研修を安定的に実施できる人材を確保するため、演習指導者養成研修を東京都の単独事業として

実施している。 

 

令和６年度実績 

講義はオンライン配信、演習は会場又はWeb会議システムを用いたオンライン形式で実施した。 

 研修名 対象者 研修時期 修了者数 

 

１ 障害支援区分認定

調査員研修 

区市町村職員、区市町

村から委託を受け認定 

調査を行う指定相談支

援者等 

講義（オンライン形式） 

５月７日から 16日まで配信 
334 

 

２ 

 

市町村審査会委員 

研修  

区市町村から委嘱され

た審査会委員等 

講義（オンライン形式） 

５月７日から 16日まで配信 
80 

 

 

 

３ 
相談支援従事者 

初任者研修 

相談支援事業所（特

定、一般及び障害児）

の相談支援専門員とな

る者、指定重度包括支

援事業所のサービス提

供責任者となる者   

講義 22 日、演習５日（演習は７回に

分けて実施） 

９月９日から２月５日まで 

543 

 

４ 相談支援従事者 

現任研修 
初任者研修の既受講者 

講義１日、演習３日（演習は８回に

分けて実施） 

６月３日から８月 28 日まで 

418 
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 研修名 対象者 研修時期 修了者数 

５ 

 

相談支援従事者 

主任研修 

相談支援専門員の指導

的立場となる者 

講義・演習５日 

２月 17 日から３月６日まで 
68 

６ 専門コース別研修 

① 

相談支援専門員として

実務を行っている者 

講義（オンライン形式） 

12 月 18 日から 25日まで配信 
159 

 

７ 
専門コース別研修    

    ② 

現に相談支援業務に従

事しており初任者研修

の実習対応を行う者 

講義・演習１日 

10 月１日 
38 

 

８ 
相談支援従事者等

研修演習指導者養

成研修 

東京都の実施する相談

支援従事者研修の演習

指導者を担う意思を有

する者 

講義・演習３日 

６月 11 日から２月７日まで 
29 

 

 

９ 

サービス管理責任

者・児童発達支援

管理責任者 

基礎研修 

指定障害福祉サービス

事業所のサービス管理

責任者及び児童福祉法

に基づく指定事業所の

児童発達支援管理責任

者となる者 

第
１
回 

講義３日、演習２日（演習は 12

回に分けて実施） 

７月 24 日から９月 20 日まで 

1,129 

第
２
回 

講義３日、演習２日（演習は 12 

回に分けて実施） 

10 月 31 日から 12月 25 日まで 

876 

 

 

 

10 

サービス管理責任

者・児童発達支援

管理責任者 

実践研修 

基礎研修の既受講者で

あって、基礎研修修了後

2 年以上の実務経験があ

り、サービス管理責任者

及び児童発達支援管理

責任者として配置予定

の者 

講義１日、演習２日（演習は 16回に分

けて実施） 

12 月 12 日から２月 28 日まで 

1,038 

 

 

11 

サービス管理責任

者・児童発達支援

管理責任者 

更新研修 

サービス管理責任者等

としての要件である研

修を修了しており、事業

所に配置されている又

は配置予定の者 

講義・演習 1日（14回に分けて実

施） 

９月 12 日から 10月 18 日まで 

758 

 

 

 

12 

サービス管理責任

者・児童発達支援

管理責任者専門コ

ース別研修 

令和６年度基礎研修受

講者及び過去の研修修

了者のうち、児童発達支

援管理責任者として配

置予定の者 

第
１
回 

講義（オンライン形式） 

10 月 21 日から 23日まで配信 
163 

第
２
回 

講義（オンライン形式） 

１月 20 日から 22日まで配信 
116 

 

 

13 

サービス管理責任

者等研修演習指導

者養成研修 

東京都の実施するサー

ビス管理責任者等研修

の演習指導者を担う意

思を有する者 

講義・演習３日 

７月 25 日から 12月 26 日まで 
41 

 

※ 障害者総合支援法等関連研修の推移については、参考資料（Ｐ51（4））を参照。 
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研修検討会名 委員数 研修検討会実施時期 

相談支援従事者研修検討会 11 人 ５月 31 日、８月９日、12月 20日、３月 14 日 

サービス管理責任者等研修検討会 15 人 ５月 30 日、８月８日、11 月８日、３月 11日 

 

２ 身体障害者福祉司・知的障害者福祉司による専門相談等 

 

(1) 専門相談 

身近な地域では解決が困難かつ高度で専門的な相談（障害者手帳、補装具等障害認定・判定関

係を除く。）について、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司を窓口として、センター内各課と

連携し、助言や情報提供等の支援を行っている。 

 

(2) 区市町村との連携及び情報提供等 

① 業務説明会の開催 

区市町村の新任職員を対象に、相談・判定等障害者福祉関係業務について、説明会を開催し

ている。 

     令和６年度実績  

      知的・身体障害者担当新任職員業務説明会 参加者数164名（５月10日） 

      開催形式は、Web会議システムを用いたオンライン形式で実施した。  

  ② 各障害者福祉司会等との連携 

東京都身体障害者福祉司会幹事会、東京都知的障害者福祉司会幹事会及び東京都市障害担当

係長連絡協議会等への参加など、区市町村の担当者との連絡調整、助言や情報提供等を行って

いる。 

③ 地域関係機関における困難事例への助言・協力（知的障害者福祉司） 

区市町村が行っている相談支援のうち、複雑・困難な事例については、区市町村からの要請

に基づいて、関係者会議に助言・協力する立場で参加している。また、病院、精神保健福祉セ

ンター、保健所、保護観察所、児童相談所、女性相談センターなどの各専門機関とも協働しな

がら、知的障害者（児）が抱える課題解決に向け区市町村支援に取り組んでいる。 

④  ケースワーカー交流研修会の開催（知的障害者福祉司） 

     知的障害者福祉業務を担当して主に１～２年目となる区市町村のケースワーカーを対象に、

日々の業務で直面している具体的な課題の解決と各区市町村職員間の交流を図ることを目的

に、グループスーパービジョンの手法による研修会を開催している。 

     令和６年度実績 

      日時：令和６年12月６日 

      受講者数：36名、ファシリテーター７名 

  

(3) 障害者支援施設等の利用調整 

  区市町村及び施設の代表者並びに当センター職員により構成される、東京都障害者支援施設利

用調整会議（以下「利用調整会議」という。）や「都立障害者支援施設等の利用調整に関するガイ

ドライン」運用検証会議（以下「運用検証会議」という。）において方針を決定した後、対象施設

の利用調整事務説明会を開催している。 

      令和６年度実績 

      利用調整に関する会議 

      ・利用調整会議（身体障害者）：（５月17日） 

      ・運用検証会議（知的障害者）：第１回５月24日 第２回11月15日 
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利用調整事務説明会 

・障害者支援施設（身体障害者）   ：オンライン開催（６月７日） 

                  ：参加者数75名 

・都立障害者支援施設等（知的障害者）：オンライン開催 

                                   ：参加者数77名（６月12日） 

①  障害者支援施設（身体障害者）の利用調整（身体障害者福祉司） 

利用希望者が利用可能人員を大幅に上回っている現状にあって、適正かつ円滑な施設利用を

図るため、対象の障害者支援施設（21施設）の欠員が生じるごとに利用調整を行っている。 

令和６年度実績：利用調整件数 44件（延べ74名）  

利用調整件数の内訳（利用決定者数 32名 不調７件 未定５件） 

②  都立障害者支援施設等（知的障害者）の利用調整（知的障害者福祉司） 

平成23年８月１日から「都立障害者支援施設等の利用調整に関するガイドライン」に基づき

施設ごとに利用調整を行っている。 

この中で知的障害者福祉司は、施設の利用決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに

円滑な施設利用のために、区市町村及び各施設に対して、利用調整に関する助言・協力を行っ

ている。 

また、各施設の利用調整会議に外部委員として参加し、運営に協力している（令和６年度は、

７施設計11回参加）。 

令和６年度実績：申込者数 （延べ）2,622名 利用決定者数26名 

 

３ 東京都自立支援協議会（事業担当） 

 

 東京都自立支援協議会は、「東京都自立支援協議会設置要綱」に基づき、障害者及び障害児が基 

本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる

地域社会を構築するため、相談支援体制をはじめとする障害保健福祉に関する方策を協議する場

として設置している。（設置根拠：障害者総合支援法第89条の３） 

なお、平成23年度までは障害者施策推進部計画課が事務局を所管していたが、平成24年度から

当課に所管が移行し、当センターの地域支援課が事務局を担っている。 

第８期：令和５年度及び６年度（委員20名） 

テーマ：協議会において合理的配慮による当事者の主体的な参画を推進するとともに、地域

課題への取組過程の共有により、地域協議会活動の活性化を図る。 

令和６年度活動方針：障害当事者からみた地域移行・地域生活支援の課題を共有する。 

 

(1) 本会議 

第１回 開催日：令和６年６月10日（オンライン及び会場の併用により開催） 

第２回 開催日：令和７年２月14日（会場開催） 

 

(2) 自立支援協議会担当者連絡会 

   地域自立支援協議会間のつながりをつくり、先進的な取組を共有することで、協議会活動の   

一層の活性化を図ることを目的に、令和５年度から実施した。 

第１回 開催日：令和６年７月９日（オンライン開催） 

第２回 開催日：令和６年10月７日（オンライン開催） 
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(3) 地域自立支援協議会交流会 

    開 催 日：令和６年８月26日 

    場 所：東京都社会福祉保健医療研修センター 

    参 加 者 数：104名 

    テ ー マ：障害当事者からみた地域移行・地域生活支援の課題を共有する。 

    プログラム：第一部：話題提起 

          第二部：グループ討議   

 

(4) 東京都自立支援協議会セミナー 

   開 催 日：令和６年12月９日 

      動 画 配 信：令和６年12月19日から令和７年１月９日まで 

   場 所：東京都庁第一本庁舎５階大会議場 

   参加対象者：一般都民、障害当事者・家族、地域自立支援協議会委員・事務局関係者、区市 

町村職員、相談支援事業所職員、障害者支援に携わる者等 

   参 加 者 数：会場参加者   154 名 

         動画配信希望者 312 名 

   テ ー マ：障害当事者からみた地域移行・地域生活支援の課題を共有する。 

   プログラム：第一部 基調講演 

         第二部 パネルディスカション「障害当事者からみた地域移行・地域生活支 

      援の課題を共有する。」 

 

(5) その他普及啓発 

「令和６年度版 東京都内の自立支援協議会の動向」発行、ホームページ掲載等による情報発信 

 

４ 区市町村・関係機関等への技術的支援 

 

(1) 地域関係機関・団体からの依頼に基づく支援（地域支援担当・高次脳機能障害者支援担当） 

地域で障害者支援を担う機関・団体に対して、障害者支援に関する知識・情報の提供や技術的

支援を行うことで、障害者へのサービスの充実と支援技術の向上を図り、障害者の自立と社会参

加の増進に寄与することを目的としている。 

 

表Ⅱ－１７ 令和６年度支援内容の状況 

担当 内容 件数 
 

地域支援担当 当事者向け「対人関係学習会」等 25  
高次脳機能障害者支援担当 高次脳機能障害の基礎知識等 12  

合 計  37  
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(2) 地域関係機関職員向け研修等（地域支援担当） 

障害者支援に関わる区市町村等関係機関職員を対象とした研修や講習会等を実施し、人材育成

と支援ネットワークの構築に取り組んでいる。 

 

 令和６年度地域関係機関職員向け研修実績 

研修名 
（実施時期） 

対象 目的・内容 

 
機能訓練事業者懇談会 
（令和６年12月２日） 

 
・機能訓練事業所職員 

(21人) 

都内で実施の少ない機能訓練事業について、事
業実施に必要な知識及び技術、事業者や専門機
関の意見交換の機会を提供する。 

 

 (3) 障害理解の促進（事業担当・地域支援担当） 

① 実習生等の受入れ 

都内の大学等教育機関や養成施設等において障害者福祉に関する学科を専攻する者、都内 

の行政機関、社会福祉施設、相談機関、サービス提供機関等において障害者福祉に関する業 

務に従事する者を対象に、実習生等として受け入れている。 

令和６年度実績 

 社会福祉士 ２校３名 ９日間 

② 見学者の受入れ 

センターの業務内容を紹介し、障害者福祉への理解の促進を図っている。 

   令和６年度実績 

    令和６年度は見学者受け入れの実績なし。     

③ 障害者接遇研修と障害理解への普及啓発の取組 

障害の疑似体験（実技）を通して障害の特性と様々な不自由さを理解し、適切な接遇ができ

るように、都職員、区市町村・関係機関職員、公益団体職員等を対象として障害者接遇研修に

職員を派遣している。 

障害者接遇研修 対象者 年月日 参加者数 実施形式 

福祉局・保健医療局・
東京都立病院機構合同 
接遇研修（主催：（公財）
東京都福祉保健財団） 

福祉局・保健医療
局・東京都立病院 
機構職員 

 

令和６年７月24日 

令和７年２月19日 

参加者 

延べ66名 
会場開催 

④ リーフレット「障害の理解のために」の作成 

障害種別(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・内部障害・知的障害・高次脳機能障

害）ごとにイラストを用いてわかりやすく説明したリーフレットを作成し、ホームページに掲

載している｡ 

（掲載事例：障害のある方が地域生活の中で必要としている配慮、街中で気づいてほしい 

心遣い、職場でともに働くために求められる配慮等の事例等） 

⑤ 災害時初動行動マニュアルの作成 

障害種別（目の不自由な方・耳の不自由な方・知的障害のある方・高次脳機能障害のある方）

ごとに作成し、ホームページに掲載している。 

（掲載事例：障害のある方やその家族が災害発生時に適切な行動をとり、自らを守り、 

必要な支援が受けられるよう、障害特性に着目した情報をまとめたマニュアル） 
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５ 高次脳機能障害者支援・就労支援 

 

センターは、平成18年11月から、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業（障害

者総合支援法第78条に基づく都道府県地域生活支援事業）の支援拠点機関となっており、４名の支

援コーディネーターを配置し、「相談支援」、「支援ネットワーク構築」、「人材育成、広報・普及啓

発」、「高次脳機能障害者のための社会生活評価プログラム」「高次脳機能障害者のための就労準備

支援プログラム」の各事業を実施している。 

 

(1) 相談支援（高次脳機能障害者支援担当） 

専用電話相談により、本人や家族及び関係機関職員等からの相談を受け付け、助言・情報提供

を行っている。 

令和６年度の相談受付件数は424件であり、そのうち新規相談件数は252件、２回目以降の継続

相談件数は172件である。 

新規相談について見ると、相談者は、本人、親族で半数以上を占め、次いで、医療機関が多い

（表Ⅱ-18参照）。また、サービスの利用に関する相談が多く、相談内容に応じて、助言・情報提

供などの対応を行っている（表Ⅱ-19参照）。 

※高次脳機能障害に関する相談者の属性等については、参考資料（P.53（5））を参照 

 

表Ⅱ－１８ 令和６年度新規相談件数内訳 

相談者 件数 （構成比） 

親族 96 （38%） 

本人 64 （25%） 

医療機関 27 （11%） 

行政機関 14 （6%） 

相談支援機関 9 （4%） 

就労支援機関 7 （3%） 

障害福祉施設 6 （2%） 

介護保険機関 6 （2%） 

教育機関 1 （0%） 

その他・不明 22 （9%） 

計 252 （100%） 

 

表Ⅱ－１９ 令和６年度新規相談内容と対応 

相談内容 件数  対応 件数 

サービスの利用 110   助言 240  

医療 80   情報提供 122  

就労 70   他機関紹介 3  

生活上の困難等 64   その他（カウンセリング等） 0  

障害の理解等 55   センター内他部署紹介 6  

その他 18   計 371  

計 397  

 

 

 

 

 

※ 新規相談 252 件の相談内容。１件に 
つき複数の相談内容が計上されている 
ものもある。 

※ 新規相談 252 件の対応内容 
※ 可能な限り地域関係機関の相談窓口を紹介し 

て、必要に応じて協働して支援している。 

－ 32 －



－33－ 

 

(2) 支援ネットワーク構築（高次脳機能障害者支援担当） 

① 高次脳機能障害者相談支援体制連携調整委員会（事務局：当センター、障害者施策推進部精

神保健医療課） 

年２回開催し、学識経験者、医療機関、教育関係機関、就労支援機関、福祉関係機関、区市

町村、当事者団体等により、事業実施上の課題の検討、各機関の取組状況の把握と連携方法の

検討を行っている。 

    令和６年度実績 

第１回 令和６年７月３日（オンライン開催） 

第２回 令和７年２月21日（オンライン開催及び会場の併用により開催） 

② 専門的リハビリテーションの充実事業への支援 

精神保健医療課所管の専門的リハビリテーションの充実事業（12圏域で実施）の企画・調整、

連絡会出席等の協力を行うとともに、年１回の圏域情報交換会に参加している。 

圏域情報交換会開催日 令和６年11月29日 

 

図Ⅱ－６ 専門的リハビリテーションの充実事業 二次保健医療圏域と受託医療機関 

 

 
 

③ 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業への支援 

区市町村単位のネットワーク支援として、区市町村主催の連絡会に出席等している。  

令和６年度実績：21区市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市

町田市

日野市

多摩市 稲城市

奥多摩町

瑞穂町

檜原村

日の出町

青梅市

あきる野市

羽村市

福生市

武蔵
村山市 東大和市

昭島市
立川市

国立市

国分寺市

府中市

小金井市

三鷹市

調布市

武蔵野市

東村山市

清瀬市

小平市

東久留米市

西東京市

杉並
中野 新宿

世田谷

渋谷

目黒

品川

大田

練馬

板橋

北

豊島

足立

葛飾
荒川

港

文京 台東

千代田

中央

江戸川

墨田

江東

狛江市

★

★

★

★【西多摩】

医療法人財団利定会

大久野病院

【北多摩南部】

東京慈恵会

医科大学附属第三病院

【区西南部】

公益財団法人

日産厚生会

玉川病院

【区東部】

東京都リハビリテーション病院

【南多摩】

医療法人社団永生会

永生病院

★

【区南部】

地方独立行政法人

東京都立病院機構

東京都立荏原病院

★

【区西北部】

地方独立行政法人

東京都立病院機構

東京都立豊島病院

【北多摩北部】

独立行政法人

国立病院機構

東京病院

★

★ ★

【北多摩西部】

独立行政法人

国立病院機構

村山医療センター

【区東北部】

社会医療法人社団

医善会

いずみ記念病院

★

【区中央部】

東京慈恵会

医科大学附属病院

★

★

【区西部】

慶應義塾大学病院
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(3) 人材育成、広報・普及啓発（高次脳機能障害者支援担当） 

① 講演会、研修会等の開催 

事  項 対象者 内 容 年月日等 備考 

高次脳機能障害者 
相談支援員連絡会 

相談支援
実務担当
者 

・区市町村高次脳機能障害者支援
促進事業説明 

・高次脳機能障害者支援拠点機関
からの報告 

・情報提供 
 目黒区の取組 
 「高次脳機能障害者サポーター
養成研修について」 

 足立区の取組 
 「社会リハビリテーション室の
取組について」 

第１回 
令和６年６月19日 
（支援促進事業支援員
連絡会） 
オンライン開催 

第１回 
50区市町村 
 124名 

・東京都心身障害者福祉センター
からの報告、情報提供 

・情報提供及び質疑応答 
全面改築後の東京高次脳機能障
害者支援ホーム(HiBDy.Tokyo)
の取組等について 

・グループ討議 
テーマ：それぞれの地域で困っ
ていること等 

第２回 
令和６年12月11日 
（相談支援員連絡会） 
集合開催 

第２回 
44区市町 
  64名 

相談支援研修会 
（第１回） 

相談支援
従事者等 

・講演（テーマ：高次脳機能障害
の基礎知識） 

①令和６年７月31日 
オンライン開催 
 
②令和６年８月16日 
から９月６日まで 
録画配信 

申込み者 
①121名 
②481名 

相談支援研修会 
（第２回） 

相談支援
従事者等 

・講演（テーマ：高次脳機能障害
の「本人にとっての気づき・理
解」とは） 

・トークセッション（テーマ： 
高次脳機能障害を「気づく」こ
と、その体験から 

令和６年10月25日 

集合開催 
申込み者 
202名 

小児の高次脳機能 
障害に関する研修会 

教育関係
者等 

・講演「小児期の高次脳機能障害の
理解と対応」 

・トークセッション「高次脳機能障
害のある私から伝えたいこと」 

令和６年８月14日から 
９月１日まで 
録画配信 

申込み者 
  419名 

② リーフレット等の作成・ホームページへの掲載（高次脳機能障害者支援担当・就労支援担当） 

・高次脳機能障害者地域支援ハンドブック（改訂第六版）（令和５年３月） 

・高次脳機能障害の理解と支援の充実をめざして2025年版（令和７年３月） 

・リーフレット「もしかしたらお子さんは高次脳機能障害かもしれません」（令和６年３月） 

・ポスター「高次脳機能障害普及啓発」（令和６年３月） 

・リーフレット「高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム」及び「高次脳機能 

障害者のための社会生活評価プログラム」改訂(平成31年３月) 

    ・「高次脳機能障害者のための社会生活評価プログラム」「高次脳機能障害者のための就労準

備支援プログラム」終了者調査報告書（平成29年３月） 
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・「とうきょう高次脳機能障害インフォメーション」 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/shinsho/kojino 

内容：高次脳機能障害とは、相談窓口一覧、受入れ可能な通所施設一覧、対応できる医療 

機関一覧、当事者・家族会一覧、セミナー等開催情報 等 

  

 (4) 高次脳機能障害者のための社会生活評価プログラム（就労支援担当） 

自立した社会生活や就労（福祉的就労を含む。）などの社会参加を目指している高次脳機能障

害者に対して、地域の支援機関（就労支援センター、福祉事務所、就労支援事業所等）からの依

頼に基づき、作業能力面、生活管理面、対人技能面、障害理解面を中心に評価を行っている。利

用期間は原則４か月で、プログラム終了後のアフターフォローも必要に応じて実施している。 

(平成24年10月開始) 

【個別課題】 

① 作業課題（事務処理作業：パソコン、計算、事務補助作業、軽作業、創作作業） 

② 認知課題（計算、書字、学習課題、その他） 

    ③ 生活管理（時間管理、健康管理、金銭管理、メモリーノート・代償手段の使用） 

  ④ 環境評価（自宅、通所事業所等への訪問など、個々の必要に応じて対応） 

【グループワーク】 

    ① 朝、帰りのミーティング（タイムカード、スケジュールの確認、メモリーノートの活用支 

援等） 

    ② スポーツ系課題（ストレッチ、卓球（サウンドテーブルテニス）、ボッチャ等） 

    ③ 学習系課題（食生活、身だしなみ、ストレス、記憶等） 

    ④ コミュニケーション（社会生活技能訓練、スピーチ、ゲーム等）  

令和６年度実績 

新規利用者数  ３名 

終了者数   ４名 

 

表Ⅱ－２０ 令和６年度社会生活評価プログラム終了時の状況 

 

 

 

 

(5) 高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム（就労支援担当） 

就労（福祉的就労を含む。）を希望する高次脳機能障害者に対して、地域の支援機関（就労支援

センター、福祉事務所、就労支援事業所等）からの依頼に基づき、職業評価、高次脳機能障害評

価、作業課題による評価、就労準備講習会などを組み合わせたプログラムを提供するとともに、

それぞれの職業的課題を明らかにし、幅広い「職業生活」の実現を目指している。利用期間は原

則６か月で、プログラムをとおして、支援機関が行う一般就労のための求職支援、定着支援、復

職支援、又は地域での福祉的就労の実現をサポートしている。 (平成19年９月開始) 

 

評価項目 

【基礎課題】 

① 職業適性検査 ② 漢字テスト ③ 電卓計算（見取り算） ④ 心理検査  

【作業課題】 

① パソコン課題（ワード・エクセル等） ② 電卓計算（集計課題等） ③ 電話応対 

終了者数 
 終了者の状況 

復職・新規就職 職業訓練 求職活動 通所先 在宅 その他 

4 0 0 0 3 0 1 
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④ 郵便仕分、物品品出し・棚入れ、ボールペン組立等の作業 

令和６年度実績 

新規利用者数  １０名 

終了者数    ８名 

 

表Ⅱ－２１ 令和６年度就労準備支援プログラム終了時の状況 

 

 

 

 (6) 就労支援（就労支援担当） 

障害者の就労面と生活面を一体的に支援するために、都では、「区市町村障害者就労支援事業」

を実施し、区市町村を主体とした障害者の就労支援に取り組んでいる。 

センターでは、こうした区市町村の取組を技術的に支援することを目的として、就労支援を展

開している。 

① 専門相談 

区市町村及び地域の就労支援機関からの知的障害者や視覚障害者、聴覚障害者、脳血管障害

などによる肢体不自由者、高次脳機能障害者の就労支援に関する相談に幅広く対応している。 

② 職業（職能）評価 

区市町村や障害者の就労支援機関、学校からの依頼に基づき、知的障害者や視覚障害者、聴

覚障害者、脳血管障害などによる肢体不自由者、高次脳機能障害者の職業能力や職業適性など

の評価を実施している。 

     評価内容：基礎能力評価、作業評価、心理評価、職業適性検査等 

     評価期間：知的障害者・特別支援学校生徒  概ね５日間 

          その他の障害者         20回を基準に個別に設定 

 

表Ⅱー２２ 令和６年度職業相談件数             （電話）は電話件数を再掲 

 
※ 「その他関係機関」…通所施設、障害者センター、職業センター、病院等 

※ 相談件数222件中、高次脳機能障害に関する相談は189件（うち電話件数159件） 

※ 障害の分類は、相談者が上げた主たるものを一つだけ計上 

 

令和６年度 職業（職能）評価件数 

高次脳機能障害者を対象に実施した。 

新規利用者数 ３名 

終了者数   ２名   

 

件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話) 件数 (電話)

福祉事務所 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
就労支援センター 70 (55) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 3 (2) 8 (5) 6 (5) 26 (22) 24 (18)

学　　校 12 (11) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (9) 0 (0)
その他関係機関 76 (63) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 13 (10) 0 (0) 21 (15) 40 (36)

ハローワーク 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
本人・家族 42 (37) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 6 (5) 12 (10) 18 (16)

そ　の　他 19 (18) 1 (1) 5 (5) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1) 9 (9)
計 222 (187) 5 (5) 10 (10) 1 (1) 3 (2) 28 (22) 12 (10) 71 (57) 92 (80)

聴覚障害 言語障害 肢体不自由 内部障害相談者
件数 知的障害者

身     体     障     害     者 精神障害

（高次脳機

能障害等）
その他

視覚障害

終了者数 
終了者の状況 

復職・新規就職 職業訓練 求職活動 通所先 在宅 その他 

8 3 0 0 4 0 1 
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③  就労支援担当業務説明会の開催 

地域の就労支援機関の方を対象に、職業（職能）評価や当センターの就労準備支援プログラ

ム、社会生活評価プログラムについて説明し、障害者の就労支援として活用していただくこと

及び就労支援技術の共有化やその向上を図るために、就労支援担当業務説明会を開催している。

（社会生活評価プログラムについては、P.35参照） 

    令和６年度実績 

      開催日：令和７年２月 12 日（オンライン開催） 

参加者：33機関（障害者就労支援センター、ハローワーク、障害者福祉センター等） 

41 名 

 

④  就労準備講習会（特別版）の開催 

     就労準備支援プログラム及び社会生活評価プログラムの利用者を対象に、就労に向けた支援

の一環として定期的に就労準備講習会を実施しているほか、利用者に加えて、プログラム終了

者、地域の障害者就労支援機関等の関係職員にも対象を広げ、就労準備講習会（特別版）を年

１回開催している。 

     令和６年度実績 

地域の障害者就労支援機関の関係職員等を対象に実施した。 

開催日：令和６年12月16日（集合形式） 

開催場所：12階研修室２ 

テーマ：高次脳機能障害の方の就労について 

出席者：31名（地域の障害者就労支援機関の関係職員、プログラム利用者、職員含む） 
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【多摩支所】 

多摩地域の障害者の利便を図るため、昭和59年４月に設置された。 

障害者総合支援法の規定を踏まえ、更生相談所として主に身体障害者を対象とした補装具の判定

と知的障害者を対象とした愛の手帳等の判定に係る業務を行っている。 

また、障害認定課及び地域支援課と連携し、各種講習会、説明会等を開催することにより多摩地

域の市町村障害福祉担当課等の職員に対する支援の強化を図るとともに、多摩地域の保健医療機関、

障害者就労支援機関等との連携を深め、ネットワークづくりを推進している。 

 

１ 管轄区域 
 

多摩地域の障害者の利便を図るために設置しているが、交通の利便性、利用目的等により、特別

区に居住する障害者も障害判定等で支所を利用できる。 

 

２ 判定の予約受付業務 
 

区市町村障害福祉担当課から補装具費の支給に当たっての判定の依頼を受け付けている。また、

知的障害者を対象とした愛の手帳の判定を希望する人から電話により予約を受け付けている。 
 

表Ⅱ－２３ 障害認定・判定業務 標準週間日程（支所） 

◆身体障害関係                           令和７年４月１日現在 

区分 月 火 水 木 金 

補装具 
肢体不自由 （書類審査等） （書類審査等） 

上肢･下肢装具 
義手・義足 
車椅子等 
電動車椅子 
姿勢保持装置 

 
 
上肢･下肢装具 
義手 
車椅子等 
電動車椅子 
姿勢保持装置 

上肢･下肢装具 
義手・義足 
車椅子等 
電動車椅子 
姿勢保持装置 

聴覚障害 （書類審査等） （書類審査等） （書類審査等） 補聴器▲ （書類審査等） 

重度心身障害者手当 所内又は出張判定 所内又は出張判定 （書類審査等） （書類審査等） （書類審査等） 

判定会議 午後 （書類審査等） 補装具判定会議 
(本所) （書類審査等） （書類審査等） （書類審査等） 

※ ▲は隔週   
※ 視覚障害者の弱視眼鏡等の補装具に関しては、本所でまとめて判定している。 

 

◆知的障害関係                         令和７年４月１日現在 

区分 月 火 水 木 金 

愛の手帳（18歳以上） 
午前 

所内判定 
所内判定 

所内判定 所内判定 所内判定 
午後 （書類審査等） 

重度心身障害者手当 
午前 

（書類審査等） 
（書類審査等） 所内判定 所内判定 所内判定 

午後 所内判定 （書類審査等）  所内判定   

判定会議 午後 （書類審査等） （書類審査等） 愛の手帳 
判定会議 （書類審査等） （書類審査等） 

－ 38 －



－39－ 

 

３ 障害認定 

 

(1) 身体障害者更生相談所としての判定 

① 補装具費支給の要否判定及び適合判定 

肢体不自由者の車椅子、義肢、装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置、聴覚障害

者の補聴器などの要否の判定及び処方と適合の判定を行っている。（判定の流れは、P.17 図Ⅱ

-２を参照） 

     令和６年度実績（支所のみ） 判定件数 1,819件（肢体不自由 1,809件、聴覚10件） 

     ※本所との合計数は、P.17表Ⅱ－５を参照。 

② 児童補装具に関する助言 

区市町村の求めに応じて、児童補装具に関する技術的な助言を行っている。 

③ 東京都重度心身障害者手当の判定 

 東京都重度心身障害者手当の受給資格の認定を受けようとする者について、条例で定める程   

度の障害の状態にあるか否かについて判定を行っている。 

     ※本所との合計数は、P.18表Ⅱ－８を参照。 

④ 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 

区市町村の求めに応じて、区市町村が行う介護給付費等の支給決定や障害支援区分の認定等

に関して、障害者総合支援法第22条及び第26条並びに第51条の７及び第51条の11に規定する援

助を行っている。（P.17 ２(5)「障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助」

を参照） 

 

(2) 知的障害者更生相談所としての判定 

① 愛の手帳交付のための判定 

都内に居住する愛の手帳の交付及び更新に係る判定を希望される方（18歳以上）について、

来所及び出張等により、医学的判定及び心理学的判定等を行ったうえで、障害の有無や程度の

総合判定を行っている。（判定の流れは、P.22 図Ⅱ-４参照） 

令和６年度実績（支所のみ） 判定件数 909件（新規 228件、更新 629件、程度変更 52件） 

※本所との合計件数は、P.18表Ⅱ－６参照。 

また、児童相談所による判定の結果、既に愛の手帳を交付されている方が、18歳到達時の更

新判定を申請される場合に、障害者の利便性を考慮して、平成18年度から、市町村の会場に出

向き、障害程度が重度（愛の手帳１・２度）の手帳所持者に限定した「巡回集合判定」を実施

し、判定の促進に努めている。 

令和６年度実績（支所のみ） 巡回集合判定  9市  67人（延べ11回） 

判定予定者の人数により複数市での合同開催や１市での複数回開催を行っている。 

 ※本所との合計件数は、P.18表Ⅱ―７参照。 

② 東京都重度心身障害者手当の判定 

東京都重度心身障害者手当の受給資格の認定を受けようとする者について、条例で定める程  

度の障害の状態にあるか否かについて判定を行っている。 

令和６年度実績（支所のみ） 判定件数 新規218件  現況65件 

※上記(1)③による判定を含む。 

    ※本所との合計数は、P.18表Ⅱ－８を参照。 

③ 東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金の最重度障害者加算対象者の確認審査 

施設に入所している最重度知的障害者へのサービス向上のため、平成16年度に都独自の最重

度障害者加算の認定制度が創設された。障害者施策推進部からの依頼を受けて、最重度障害者

加算対象者の確認審査を本所と協働して実施している。 
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     令和６年度実績（支所のみ）21件 ７施設  

 ※本所との合計件数は、P.19表Ⅱ―９参照。 

④ 生活実習所運営経費補助金に係るサービス水準維持経費補助対象者の審査・判定 

令和６年度実績（支所のみ）５件 ３施設 

⑤ 障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助 

区市町村の求めに応じて、区市町村が行う介護給付費等の支給決定や障害支援区分の認定等

に関して、障害者総合支援法第22条及び第26条並びに第51条の７及び第51条の11に規定する援

助を行っている。（P.17 ２(5)「障害者総合支援法に規定されている区市町村に対する援助」

を参照） 

 

表Ⅱ－２４ 令和６年度 判定・診断件数の状況（支所）          （単位：件） 

身 

体 

障 

害 

補装具判定 1,266  

知 
的 

障 

害 

愛
の
手
帳 

新 規 228 

補装具適合判定 553  更 新 629 

身体手帳診断 0  程 度 変 更 52 

重度手当判定（現況判定含む） 22  小 計 909 

その他の判定 0  
そ
の
他 

重度手当判定（現況判定含む） 261 

身 体 計 1,841  その他の判定（最重度障害者加算） 26 

     
 

小 計 287 

     知 的 計 1,196 

        

     身体・知的 合計 3,037 

 

４ 地域支援 

 

(1) スキルアップ 

多摩地域市町村の障害福祉担当課等に対し、障害認定課及び地域支援課と連携して専門的な知

識や情報の提供などの支援を行っている。多摩支所においては、①から④までの説明会、講習会

の資料作成や講義、運営補助等を行った。 

このほか、地域支援課が受け入れる実習生の受け入れの際は、多摩支所において講義を行うな

ど協力を行った。 

① 知的・身体障害者福祉担当新任職員業務説明会 令和６年５月10日 オンライン実施 

② 補装具判定に関する講習会（肢体）   令和６年６月３日 オンライン実施 

③ 補装具判定に関する講習会（聴覚）   令和６年６月17日 オンライン実施 

④ 補装具判定に関する講習会（機器展示） 令和６年７月１日 集合形式実施 

                   令和６年７月29日 集合形式実施 

 

 (2) 情報交換 

多摩地域で開催される様々な行政機関等の会議に支所の職員が出席し、相互に必要とする情報

を交換している。 

① 多摩地域特別支援学校担当者連絡会（令和６年７月９日 ２名出席〔参加者40名〕） 

② 東京都市障害担当係長連絡協議会（５月、７月 出席） 
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５ 障害に関する相談 

 

障害者本人又は家族及び多摩地域市町村からの障害者の生活、職業、補装具等の各種相談に応じ

ている。就労に向けた精密な職能評価が必要な場合や専門的支援が必要な高次脳機能障害等に関す

る相談があった場合は、本所の関係各課及び東京障害者職業センター等を案内している。 

  ※電話相談件数については、P.25表Ⅱ―16令和６年度本所と支所の電話相談件数比較（課別）参

照。 

 

表Ⅱ－２５ 令和６年度 相談状況（支所） 

 
※複数相談を含む。 

 ※「障害別相談件数」は、電話相談3,414件と来所相談等65件の内訳である。（P.16表Ⅱ-4参照） 

肢体不自由

2,014 

57.9%

聴覚障害

11 

0.3％

知的障害

1,434 

41.2％

その他

20 

0.6％

障害者別相談件数

（合計3,479件）

利用者・家族

1,062 

30%

援護の実施機関

1,966 

57%

その他

448 

13%

相談者内訳

（実人員 3,476人）
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１ 統  計 

(1) 相談・判定状況

表Ⅲ－１ センター相談・判定・判定書（意見書）等交付状況  （単位:人、件） 

※ 取扱実人員（人）は、電話相談をのぞく。

※ 障害認定課、地域支援課、多摩支所の合計件数

身体障害 知的障害

10,285 8,604 9,133 9,939 9,314 9,576 6,370 3,206

3344,,555544 3300,,992222 3322,,338800 3355,,331188 3333,,994411 3366,,552255 23,624 12,901

手 帳 1,468 1,398 1,776 3,345 2,885 2,564 20 2,544

 医 療  保 健　 1,676 1,149 1,264 1,170 947 1,021 1,017 4

補  装  具 6,831 7,196 8,053 7,993 8,179 10,483 10,483 -

職 業 535 455 368 627 470 408 398 10

施 設 240 163 53 114 65 48 47 1

生 活 1,399 642 527 509 469 466 285 181

教 育 1 0 1 1 0 1 0 1

そ  の  他 730 813 769 693 773 728 384 344

計計 1122,,888800 1111,,881166 1122,,881111 1144,,445522 1133,,778888 1155,,771199 12,634 3,085

医学的判定 9,876 8,676 8,986 9,538 9,156 9,429 6,505 2,924

心理学的判定 2,601 2,376 2,316 2,575 2,424 2,489 - 2,489

職能的判定 50 0 0 6 6 13 13 0

その他の判定 199 164 162 163 176 161 161 0

計計 1122,,772266 1111,,221166 1111,,446644 1122,,228822 1111,,776622 1122,,009922 6,679 5,413

手  帳 2,553 2,274 2,215 2,524 2,466 2,417 10 2,407

補  装  具 4,252 3,717 3,866 3,990 3,675 4,123 4,123 0

自立支援医療
（更生医療）

207 160 183 168 169 156 156 -

障害支援区分 0 0 0 0 0 0 0 0

そ  の  他 1,936 1,739 1,841 1,902 2,081 2,018 22 1,996

計計 88,,994488 77,,889900 88,,110055 88,,558844 88,,339911 88,,771144 4,311 4,403

判
定
書
（

意
見
書
）

等
交
付

令和
６年度

 取扱実人員(人)

合合計計（（件件））

相

談

判

定

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度
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表Ⅲ－２ センター電話相談件数 （単位:件） 

※ 更生相談所業務以外の相談業務を含む。

表Ⅲ－３ 利用形態別センター利用状況（取扱実人員） （単位:人） 

※ 取扱実人員（人）は、電話相談をのぞく。

表Ⅲ－４ 補装具判定の実施状況 （単位:件） 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

合合計計  66,,660044  55,,880044  55,,994488  66,,227755  55,,999933  66,,330077  

本所 4,686 4,147 4,297 4,438 4,210 4,488 

多摩支所 1,918 1,657 1,651 1,837 1,783 1,819 

肢体不自由 5,482 4,854 4,981 5,265 5,021 5,347 

本所 3,582 3,214 3,344 3,443 3,250 3,538 

多摩支所 1,900 1,640 1,637 1,822 1,771 1,809 

視覚障害 64 24 48 33 34 33 

本所 64 24 48 33 34 33 

多摩支所 - - - - - - 

聴覚障害 1,058 926 919 977 938 927 

本所 1,040 909 905 962 926 917 

多摩支所 18 17 14 15 12 10 

※ 適合判定を含む。

合計 手帳 医療保健 補装具 職業 施設 生活 教育 その他

12,397 1,463 1,643 6,773 441 216 1,177 1 683

11,732 1,398 1,144 7,180 445 145 622 0 798

12,725 1,772 1,263 8,033 359 52 492 1 753

14,006 2,995 1,163 7,971 611 110 471 1 684

13,640 2,833 939 8,157 444 65 434 0 768

15,549 2,530 1,005 10,446 365 43 436 1 723

身体障害 12,515 17 1,002 10,445 357 42 270 0 382

知的障害 3,034 2,513 3 1 8 1 166 1 341

令和４年度

令和６年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和５年度

合計 来所(本所） 来所(支所） 巡回 出張 書類 その他

10,285 3,817 2,031 302 306 3,811 18

8,604 2,848 1,737 269 271 3,468 11

9,133 3,154 1,897 239 263 3,568 12

9,939 3,449 2,504 273 278 3,427 8

9,314 3,163 2,219 189 293 3,447 3

9,576 3,203 2,174 267 251 3,675 6

身体障害　 6,370 1,662 1,096 32 142 3,432 6

知的障害　 3,206 1,541 1,078 235 109 243 0

令和６年度

令和元年度

令和３年度

令和２年度

令和４年度

令和５年度
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表Ⅲ－２ センター電話相談件数 （単位:件） 

※ 更生相談所業務以外の相談業務を含む。

表Ⅲ－３ 利用形態別センター利用状況（取扱実人員） （単位:人） 

※ 取扱実人員（人）は、電話相談をのぞく。

表Ⅲ－４ 補装具判定の実施状況 （単位:件） 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

合合計計  66,,660044  55,,880044  55,,994488  66,,227755  55,,999933  66,,330077  

本所 4,686 4,147 4,297 4,438 4,210 4,488 

多摩支所 1,918 1,657 1,651 1,837 1,783 1,819 

肢体不自由 5,482 4,854 4,981 5,265 5,021 5,347 

本所 3,582 3,214 3,344 3,443 3,250 3,538 

多摩支所 1,900 1,640 1,637 1,822 1,771 1,809 

視覚障害 64 24 48 33 34 33 

本所 64 24 48 33 34 33 

多摩支所 - - - - - - 

聴覚障害 1,058 926 919 977 938 927 

本所 1,040 909 905 962 926 917 

多摩支所 18 17 14 15 12 10 

※ 適合判定を含む。

合計 手帳 医療保健 補装具 職業 施設 生活 教育 その他

12,397 1,463 1,643 6,773 441 216 1,177 1 683

11,732 1,398 1,144 7,180 445 145 622 0 798

12,725 1,772 1,263 8,033 359 52 492 1 753

14,006 2,995 1,163 7,971 611 110 471 1 684

13,640 2,833 939 8,157 444 65 434 0 768

15,549 2,530 1,005 10,446 365 43 436 1 723

身体障害 12,515 17 1,002 10,445 357 42 270 0 382

知的障害 3,034 2,513 3 1 8 1 166 1 341

令和４年度

令和６年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和５年度

合計 来所(本所） 来所(支所） 巡回 出張 書類 その他

10,285 3,817 2,031 302 306 3,811 18

8,604 2,848 1,737 269 271 3,468 11

9,133 3,154 1,897 239 263 3,568 12

9,939 3,449 2,504 273 278 3,427 8

9,314 3,163 2,219 189 293 3,447 3

9,576 3,203 2,174 267 251 3,675 6

身体障害　 6,370 1,662 1,096 32 142 3,432 6

知的障害　 3,206 1,541 1,078 235 109 243 0

令和６年度

令和元年度

令和３年度

令和２年度

令和４年度

令和５年度
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表Ⅲ－５ 愛の手帳判定の実施状況  （単位:件） 

表Ⅲ－６ 最重度障害者加算対象者確認審査の実施状況  （単位:件、施設） 
令和 
元年度 

令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

件件数数  3366  7711  4411  4455  4455  5511  

本所 6 35 34 34 35 30 

多摩支所 30 36 7 11 10 21 

合同 0 0 0 0 0 0 

施施設設数数  1177  2233  1199  2255  2255  2288  

本所 4 14 15 19 19 21 

多摩支所 13 9 4 6 6 7 

合同 0 0 0 0 0 0 

※ 入所施設に係る件数である（通所施設分は含まない）。

(2) 重度心身障害者手当支給等状況

表Ⅲ－７ 重度心身障害者手当受給者及び申請者の状況 （単位:人、件）

※ 現況判定を除く

１号 ２号 ３号 小計 １号 ２号 ３号 小計

令和元年度末 9,495 133 134 132 399 134 36 37 207 606 15 2

令和２年度末 9,356 123 104 88 315 96 27 64 187 502 10 0

令和３年度末 9,320 170 220 73 463 168 36 77 281 744 37 0

令和４年度末 9,188 144 146 92 382 137 33 62 232 614 32 0

令和５年度末 9,054 120 160 90 370 130 29 93 252 622 33 0

令和６年度末 8,891 147 160 89 396 178 34 74 286 682 28 0

区　分
受給者数
（人）

申請者の状況（件）

該 当 非　　該　　当
合計

取下
(内数)

却下
(内数)

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

合合計計  22,,556600  22,,333366  22,,226677  22,,553399  22,,337788  22,,443322  

本所 1,495 1,379 1,422 1,518 1,438 1,523 

多摩支所 1,065 957 845 1,021 940 909 

新規 757 603 661 805 771 732 

本所 483 352 416 504 510 504 

多摩支所 274 251 245 301 261 228 

更新 1,711 1,658 1,520 1,649 1,507 1,588 

本所 964 988 948 962 866 959 

多摩支所 747 670 572 687 641 629 

程度変更 92 75 86 85 100 112 

本所 48 39 58 52 62 60 

多摩支所 44 36 28 33 38 52 
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(3) 手帳交付状況  

 ① 身体障害者手帳 

表Ⅲ－８ 身体障害者手帳交付状況（新規／障害別）               （単位:件） 

 令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

視覚障害 1,639 1,370 1,490 1,619 1,441 1,584 

  
  

東京都分（八王子市除く） 1,537 1,280 1,408 1,522 1,362 1,519 

八王子市 102 90 82 97 79 65 

聴覚・平衡機能障害 1,982 1,787 2,037 2,220 2,437 2,619 

  
  

東京都分（八王子市除く） 1,877 1,677 1,913 2,084 2,264 2,433 

八王子市 105 110 124 136 173 186 

音声・言語・そしゃく機能障害 432 450 431 391 402 390 

  
  

東京都分（八王子市除く） 419 432 417 379 386 373 

八王子市 13 18 14 12 16 17 

肢体不自由 6,332 5,455 5,460 5,542 5,827 5,949 

  
  

東京都分（八王子市除く） 6,060 5,200 5,255 5,321 5,593 5,713 

八王子市 272 255 205 221 234 236 

内部障害 計 12,487 11,730 11,830 11,574 11,817 11,867 

 
  

  
  
  

東京都分（八王子市以外） 11,911 11,204 11,307 11,004 11,269 11,292 

八王子市 576 526 523 570 548 575 

心臓機能障害 4,469 4,136 4,302 4,257 4,533 4,674 

 
東京都分（八王子市以外）  4,269 3,960 4,132 4,057 4,326 4,458 

八王子市 200 176 170 200 207 216 

じん臓機能障害 3,788 3,582 3,566 3,377 3,256 3,211 

 
東京都分（八王子市以外） 3,618 3,440 3,416 3,209 3,122 3,058 

八王子市 170 142 150 168 134 153 

呼吸器機能障害 705 575 606 642 644 711 

 
東京都分（八王子市以外） 670  536 575 609 612 667 

八王子市 35 39 31 33 32 44 

ぼうこう・直腸機能障害 2,936 2,900 2,833 2,822 2,873 2,838 

 
東京都分（八王子市以外） 2,778 2,745 2,677 2,670 2,714 2,686 

八王子市 158 155 156 152 159 152 

小腸機能障害 12 21 11 20 11 12 

 
東京都分（八王子市以外） 12 21 9 18 11 12 

八王子市 0 0 2 2 0 0 

免疫機能障害 438 416 375 327 356 303 

 
東京都分（八王子市以外） 430 410 371 324 346 302 

八王子市 8 6 4 3 10 1 

肝臓機能障害 139 100 137 129 144 118 

 
東京都分（八王子市以外） 134 92 127 117 138 109 

八王子市 5 8 10 12 6 9 

合    計 22,872 20,792 21,248 21,346 21,924 22,409 

 
東京都分（八王子市以外） 21,804 19,793 20,300 20,310 20,874 21,330 

八王子市 1,068 999 948 1,036 1,050 1,079 

  

交付総数（年度末現在交付数）※ 488,905 488,492 487,827 486,142 486,907 438,957 

※ 令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 
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(3) 手帳交付状況  

 ① 身体障害者手帳 

表Ⅲ－８ 身体障害者手帳交付状況（新規／障害別）               （単位:件） 

 令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

視覚障害 1,639 1,370 1,490 1,619 1,441 1,584 

  
  

東京都分（八王子市除く） 1,537 1,280 1,408 1,522 1,362 1,519 

八王子市 102 90 82 97 79 65 

聴覚・平衡機能障害 1,982 1,787 2,037 2,220 2,437 2,619 

  
  

東京都分（八王子市除く） 1,877 1,677 1,913 2,084 2,264 2,433 

八王子市 105 110 124 136 173 186 

音声・言語・そしゃく機能障害 432 450 431 391 402 390 

  
  

東京都分（八王子市除く） 419 432 417 379 386 373 

八王子市 13 18 14 12 16 17 

肢体不自由 6,332 5,455 5,460 5,542 5,827 5,949 

  
  

東京都分（八王子市除く） 6,060 5,200 5,255 5,321 5,593 5,713 

八王子市 272 255 205 221 234 236 

内部障害 計 12,487 11,730 11,830 11,574 11,817 11,867 

 
  

  
  
  

東京都分（八王子市以外） 11,911 11,204 11,307 11,004 11,269 11,292 

八王子市 576 526 523 570 548 575 

心臓機能障害 4,469 4,136 4,302 4,257 4,533 4,674 

 
東京都分（八王子市以外）  4,269 3,960 4,132 4,057 4,326 4,458 

八王子市 200 176 170 200 207 216 

じん臓機能障害 3,788 3,582 3,566 3,377 3,256 3,211 

 
東京都分（八王子市以外） 3,618 3,440 3,416 3,209 3,122 3,058 

八王子市 170 142 150 168 134 153 

呼吸器機能障害 705 575 606 642 644 711 

 
東京都分（八王子市以外） 670  536 575 609 612 667 

八王子市 35 39 31 33 32 44 

ぼうこう・直腸機能障害 2,936 2,900 2,833 2,822 2,873 2,838 

 
東京都分（八王子市以外） 2,778 2,745 2,677 2,670 2,714 2,686 

八王子市 158 155 156 152 159 152 

小腸機能障害 12 21 11 20 11 12 

 
東京都分（八王子市以外） 12 21 9 18 11 12 

八王子市 0 0 2 2 0 0 

免疫機能障害 438 416 375 327 356 303 

 
東京都分（八王子市以外） 430 410 371 324 346 302 

八王子市 8 6 4 3 10 1 

肝臓機能障害 139 100 137 129 144 118 

 
東京都分（八王子市以外） 134 92 127 117 138 109 

八王子市 5 8 10 12 6 9 

合    計 22,872 20,792 21,248 21,346 21,924 22,409 

 
東京都分（八王子市以外） 21,804 19,793 20,300 20,310 20,874 21,330 

八王子市 1,068 999 948 1,036 1,050 1,079 

  

交付総数（年度末現在交付数）※ 488,905 488,492 487,827 486,142 486,907 438,957 

※ 令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 
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表Ⅲ－９ 身体障害者手帳交付状況（総数／障害別）                （単位:件） 

 令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

視視覚覚障障害害 3399,,993366  4400,,009988  4400,,443366  4400,,882255  4411,,113344  3355,,336666  

  
  

東京都分（八王子市除く） 38,816 38,954 39,271 39,631 39,910 34,145 

八王子市 1,120 1,144 1,165 1,194 1,224 1,221 

聴聴覚覚・・平平衡衡機機能能障障害害  4499,,119977  4499,,666644  5500,,114433  5500,,665599  5511,,551133  4477,,779977  

  
  

東京都分（八王子市除く） 47,536 47,950 48,405 48,882 49,650 45,869 

八王子市 1,661 1,714 1,738 1,777 1,863 1,928 

音音声声・・言言語語・・そそししゃゃくく機機能能障障害害  77,,661155  77,,771199  77,,778800  77,,776699  77,,880011  66,,889977  

  
  

東京都分（八王子市除く） 7,440 7,541 7,604 7,597 7,624 6,717 

八王子市 175 178 176 172 177 180 

肢肢体体不不自自由由  224444,,997799  224411,,995588  223388,,995577  223355,,556699  223333,,336611  220033,,886622  

  
  

東京都分（八王子市除く） 237,661 234,746 231,880 228,719 226,625 197,290 

八王子市 7,318 7,212 7,077 6,850 6,736 6,572 

内内部部障障害害  計計  114477,,117788  114499,,005533  115500,,551111  115511,,332200  115533,,009988  114455,,003355  

 

東京都分（八王子市以外） 141,787 143,561 144,993 145,749 147,507 139,394 

八王子市 5,391 5,492 5,518 5,571 5,591 5,641 

心臓機能障害 68,302 68,987 69,602 69,895 70,821 68,307 

 
東京都分（八王子市以外）  65,698 66,330 66,935 67,211 68,102 65,541 

八王子市 2,604 2,657 2,667 2,684 2,719 2,766 

じん臓機能障害 37,892 38,498 38,871 38,835 38,940 36,246 

 
東京都分（八王子市以外） 36,378 36,985 37,333 37,286 37,399 34,709 

八王子市 1,514 1,513 1,538 1,549 1,541 1,537 

呼吸器機能障害 7,416 7,215 7,050 6,895 6,823 5,005 

 
東京都分（八王子市以外） 7,192 6,993 6,840 6,690 6,635 4,819 

八王子市 224 222 210 205 188 186 

ぼうこう・直腸機能障害 22,562 22,896 23,100 23,403 23,794 22,479 

 
東京都分（八王子市以外） 21,689 21,989 22,203 22,491 22,886 21,564 

八王子市 873 907 897 912 908 915 

小腸機能障害 811 823 826 821 815 807 

 
東京都分（八王子市以外） 792 804 807 800 793 785 

八王子市 19 19 19 21 22 22 

免疫機能障害 9,253 9,661 10,025 10,380 10,736 11,012 

 
東京都分（八王子市以外） 9,133 9,529 9,882 10,230 10,578 10,857 

八王子市 120 132 143 150 158 155 

肝臓機能障害 942 973 1,037 1,091 1,169 1,179 

 
東京都分（八王子市以外） 905 931 993 1,041 1,114 1,119 

八王子市 37 42 44 50 55 60 

合合        計計  448888,,990055  448888,,449922  448877,,882277  448866,,114422  448866,,990077  443388,,995577  

 
東京都分（八王子市以外） 473,240 472,752 472,153 470,578 471,316 423,415 

八王子市 15,665 15,740 15,674 15,564 15,591 15,542 

※ 令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 
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表Ⅲ－10 身体障害者手帳再認定対象者数（障害別）         （単位:人） 

  合計 視覚 
聴覚･音声･ 

言語･そしゃく 
肢体不自由 内部障害 

令和元年度 5,376  69  209  1,359  3,739  

令和２年度 5,033 95 222 1,273 3,443 

令和３年度 5,121 85 181 1,214 3,641 

令和４年度 4,955 93 183 1,178 3,501 

令和５年度 4,864 71 181 1,213 3,399 

令和６年度 4,673 85 170 1,001 3,417 

 

② 愛の手帳 

表Ⅲ－11 愛の手帳交付状況（新規／程度別・年齢別）          （単位:件） 

 令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

１度 0～6 歳（就学前） 16 10 14 11 10 3 

6～17 歳 17 16 12 10 29 16 

18 歳以上 12 14 7 11 8 15 

計 45 40 33 32 47 34 

２度 0～6 歳（就学前） 123 121 115 133 135 115 

6～17 歳 109 114 156 152 165 168 

18 歳以上 36 18 32 30 35 30 

計 268 253 303 315 335 313 

３度 0～6 歳（就学前） 271 280 322 406 351 374 

6～17 歳 191 202 228 308 317 336 

18 歳以上 59 41 37 58 57 36 

計 521 523 587 772 725 746 

４度 0～6 歳（就学前） 493 486 534 560 601 566 

6～17 歳 1,224 1,143 1,177 1,462 1,471 1,621 

18 歳以上 567 486 556 639 606 550 

計 2,284 2,115 2,267 2,661 2,678 2,737 

合計 0～6 歳（就学前） 903 897 985 1,110 1,097 1,058 

6～17 歳 1,541 1,475 1,573 1,932 1,982 2,141 

18 歳以上 674 559 632 738 706 631 

計計  33,,111188  22,,993311  33,,119900  33,,778800  33,,778855  33,,883300  

交付総数（年度末現在） 93,171 95,490 98,035 100,907 103,854 106,683 

※ 新規交付数には、他県等からの転入による交付分を含む。 

 

表Ⅲ－12 愛の手帳交付状況（総数／程度別）                 （単位:件） 

 
障 害 程 度 別  

合合  計計  
１度 

(最重度) 
２度 

(重 度) 
３度 

(中 度） 
４度 

(軽 度） 

令和元年度 9933,,117711  3,184 22,145 22,052 45,790 

令和２年度 9955,,449900  3,203 22,543 22,357 47,387 

令和３年度 9988,,003355  3,228 23,057 22,691 49,059 

令和４年度 110000,,990077  3,268 23,533 23,163 50,943 

令和５年度 110033,,885544  3,305 24,127 23,546 52,876 

令和６年度 110066,,668833  3,302 24,709 23,935 54,737 

 
0～6 歳(就学前） 990044  23 9 245 627 

6～17 歳 1144,,228866  19 1,701 4,166 8,400 

18 歳 以上 9911,,449933  3,260 22,999 19,524 45,710 
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表Ⅲ－10 身体障害者手帳再認定対象者数（障害別）         （単位:人） 

  合計 視覚 
聴覚･音声･ 

言語･そしゃく 
肢体不自由 内部障害 

令和元年度 5,376  69  209  1,359  3,739  

令和２年度 5,033 95 222 1,273 3,443 

令和３年度 5,121 85 181 1,214 3,641 

令和４年度 4,955 93 183 1,178 3,501 

令和５年度 4,864 71 181 1,213 3,399 

令和６年度 4,673 85 170 1,001 3,417 

 

② 愛の手帳 

表Ⅲ－11 愛の手帳交付状況（新規／程度別・年齢別）          （単位:件） 

 令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

１度 0～6 歳（就学前） 16 10 14 11 10 3 

6～17 歳 17 16 12 10 29 16 

18 歳以上 12 14 7 11 8 15 

計 45 40 33 32 47 34 

２度 0～6 歳（就学前） 123 121 115 133 135 115 

6～17 歳 109 114 156 152 165 168 

18 歳以上 36 18 32 30 35 30 

計 268 253 303 315 335 313 

３度 0～6 歳（就学前） 271 280 322 406 351 374 

6～17 歳 191 202 228 308 317 336 

18 歳以上 59 41 37 58 57 36 

計 521 523 587 772 725 746 

４度 0～6 歳（就学前） 493 486 534 560 601 566 

6～17 歳 1,224 1,143 1,177 1,462 1,471 1,621 

18 歳以上 567 486 556 639 606 550 

計 2,284 2,115 2,267 2,661 2,678 2,737 

合計 0～6 歳（就学前） 903 897 985 1,110 1,097 1,058 

6～17 歳 1,541 1,475 1,573 1,932 1,982 2,141 

18 歳以上 674 559 632 738 706 631 

計計  33,,111188  22,,993311  33,,119900  33,,778800  33,,778855  33,,883300  

交付総数（年度末現在） 93,171 95,490 98,035 100,907 103,854 106,683 

※ 新規交付数には、他県等からの転入による交付分を含む。 

 

表Ⅲ－12 愛の手帳交付状況（総数／程度別）                 （単位:件） 

 
障 害 程 度 別  

合合  計計  
１度 

(最重度) 
２度 

(重 度) 
３度 

(中 度） 
４度 

(軽 度） 

令和元年度 9933,,117711  3,184 22,145 22,052 45,790 

令和２年度 9955,,449900  3,203 22,543 22,357 47,387 

令和３年度 9988,,003355  3,228 23,057 22,691 49,059 

令和４年度 110000,,990077  3,268 23,533 23,163 50,943 

令和５年度 110033,,885544  3,305 24,127 23,546 52,876 

令和６年度 110066,,668833  3,302 24,709 23,935 54,737 

 
0～6 歳(就学前） 990044  23 9 245 627 

6～17 歳 1144,,228866  19 1,701 4,166 8,400 

18 歳 以上 9911,,449933  3,260 22,999 19,524 45,710 
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（単位：人） 

(4) 障害者総合支援法等関連研修 

表Ⅲ－13  相談支援従事者研修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 累計 

初任者研修修了者数 598  351  455  431  523  543  2,901  

初任申込み者数 718  462  663  641  687  636    

初任者定員 800  400  500  500  600  600    

現任研修修了者数 440  ― 741  597  490  418  2,686  

現任申込み者数 666  ― 854  652  540  440    

現任定員 500  ― 900  900  630  630    
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初任者研修修了者数 現任研修修了者数 初任申込み者数 現任申込み者数

○初任者研修は、令和元年度から令和６年度までで 2,901 人が初任者研修を修了している。 

○令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から初任者研修は規模  

を縮小し、現任研修は中止した。 

 

 

相談支援従事者研修 申込・修了者の推移 
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表Ⅲ－14  サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 

 
 
 
 
 

   
 
  元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

基礎研修修了者数 1,344  1,192  1,475  1,609  1,888  2,005  

基礎研修申込み者数 2,288  2,500  3,206  3,129  3,218  2,792  

基礎研修定員 1,450  1,200  1,600  1,600  2,100  2,400  

実践研修修了者数 ― ― 500  927  1,110  1,038  

実践研修申込み者数 ― ― 604  1,138  1,216  1,122  

実践研修定員 ― ― 1,450  1,200  1,500  1,600  

更新研修修了者数 1,363  821  1,554  1,362  1,078  758  

更新研修申込み者数 1,533  1,499  1,750  1,593  1,183  831  

更新研修定員 1,400  840  1,700  1,700  1,400  1,400  
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元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

基礎研修修了者数 実践研修修了者数 更新研修修了者数

基礎研修申込み者数 実践研修申込み者数 更新研修申込み者数

サービス管理責任者等研修 申込・修了者の推移 （単位：人） 

〇令和元年度に研修制度の見直しがあり、基礎研修修了後、原則２年の実務経験を得て実践研修 

する仕組みになったため、実践研修は令和３年度からの実績になる。 

〇基礎研修の申込みは定員を上回っているが、実践及び更新研修の申し込みは定員を下回って 

 いる。 
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表Ⅲ－15  障害支援区分関連研修 

    
 
 
 
 

                                          （単位:人） 

  元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

障害支援区分認定調査員研修 311 123  318  289  319  334 

市町村審査会委員研修 143  0  127  73  121  80 

 

 (5) 高次脳機能障害者の支援（専用電話相談） 

令和６年度の新規相談252件のうち、高次脳機能障害者（推定を含む。）は214人であり、相 

談内容、属性等は以下のとおりである。 

 

表Ⅲ－16 年齢別相談内容（重複あり）                      （単位:件） 
 医療 障害 生活 就労 サービス その他 計 

10 歳未満 3 2 0 1 1 1 8 

10 代 2 3 0 5 2 1 13 

20 代 2 1 1 0 5 0 9 

30 代 4 4 4 1 7 2 22 

40 代 11 5 9 13 14 1 53 

50 代 22 3 12 30 23 3 93 

60 代 14 4 12 5 11 0 46 

70 歳以上 10 5 17 2 9 1 44 

不明 12 28 9 13 18 9 89 

計 80 55 64 70 90 18 377 

  ※ 40 代以上は、就労とサービスに関する相談が多い。 

○隔年で修了者の増減を繰り返している。市町村審査会の任期を２年に設定している区市町村 

 が多いためと推測される。 

○令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、障害支援区分認 

 定調査員研修は委託事業者のみを対象とし、市町村審査会委員研修は中止した。 

 

 

 

 

 

 

障害支援区分認定調査員研修・市町村審査会委員研修 修了者の推移 
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表Ⅲ－14  サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 

 
 
 
 
 

   
 
  元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

基礎研修修了者数 1,344  1,192  1,475  1,609  1,888  2,005  

基礎研修申込み者数 2,288  2,500  3,206  3,129  3,218  2,792  

基礎研修定員 1,450  1,200  1,600  1,600  2,100  2,400  

実践研修修了者数 ― ― 500  927  1,110  1,038  

実践研修申込み者数 ― ― 604  1,138  1,216  1,122  

実践研修定員 ― ― 1,450  1,200  1,500  1,600  

更新研修修了者数 1,363  821  1,554  1,362  1,078  758  

更新研修申込み者数 1,533  1,499  1,750  1,593  1,183  831  

更新研修定員 1,400  840  1,700  1,700  1,400  1,400  
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基礎研修申込み者数 実践研修申込み者数 更新研修申込み者数

サービス管理責任者等研修 申込・修了者の推移 （単位：人） 

〇令和元年度に研修制度の見直しがあり、基礎研修修了後、原則２年の実務経験を得て実践研修 

する仕組みになったため、実践研修は令和３年度からの実績になる。 

〇基礎研修の申込みは定員を上回っているが、実践及び更新研修の申し込みは定員を下回って 

 いる。 
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 表Ⅲ－17 居住場所・性別 

現在の居住場所   （単位:人）   性別      （単位:人） 

在宅 141  男性 127 
病院 37  女性 66 
施設 18  不明・匿名 21 

不明・匿名 18  計 214 

計 214      

   ※ 新規相談があった高次脳機能障害者（推定を含む）214人の内訳。 

※ 居所では在宅が多く、性別では男性が多い。 

 

表Ⅲ－18 高次脳機能障害の種別（重複あり） 

 

 

表Ⅲ－19 年齢別の障害原因 

                                                                        （単位:人） 
 脳血管障害 脳外傷 脳炎 脳腫瘍 低酸素脳症 不明 計 

10 歳未満 2 1 0 1 0 2 6 

10 代 1 3 1 1 0 3 9 

20 代 1 1 1 1 0 1 5 

30 代 3 4 0 2 0 3 12 

40 代 11 10 2 1 0 2 26 

50 代 32 6 1 3 2 6 50 

60 代 12 12 1 0 2 2 29 

70 歳以上 19 6 0 3 1 2 31 

不明 7 11 2 1 1 24 46 

計 88 54 8 13 6 45 214 

※ 脳血管障害による受傷が多く、特に40代以上で多くなっている。 

 

 

 

 

 

※ 新規相談があった高次脳機

能障害者（推定を含む）214

人の内訳 

 
※ 相談から聞き取れた種別
（１件につき複数回答あり）
で、記憶障害、社会的行動障
害、注意障害が多い。 
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※ 居所では在宅が多く、性別では男性が多い。 

 

表Ⅲ－18 高次脳機能障害の種別（重複あり） 

 

 

表Ⅲ－19 年齢別の障害原因 

                                                                        （単位:人） 
 脳血管障害 脳外傷 脳炎 脳腫瘍 低酸素脳症 不明 計 

10 歳未満 2 1 0 1 0 2 6 

10 代 1 3 1 1 0 3 9 

20 代 1 1 1 1 0 1 5 

30 代 3 4 0 2 0 3 12 

40 代 11 10 2 1 0 2 26 

50 代 32 6 1 3 2 6 50 
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70 歳以上 19 6 0 3 1 2 31 

不明 7 11 2 1 1 24 46 

計 88 54 8 13 6 45 214 
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人の内訳 

 
※ 相談から聞き取れた種別
（１件につき複数回答あり）
で、記憶障害、社会的行動障
害、注意障害が多い。 
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表Ⅲ－20 発症から相談までの期間 

 

 

 

※ 高次脳機能障害者 214 人中、
発症からの期間が聞き取れたの
は 153 人 

※ 最短は発症後８日、最長は発症
後 49年で相談。 

6か月未満

25%

6か月～1年未満

14%

1～3年未満

21%

3～10年未満

21%

10～20年未満

14%

20年以上

5%
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 統計（参考） 

 

（１） 身体障害者手帳交付状況（総数）推移＜障害別＞ 令和２年度～令和６年度 

 

 

※本グラフの元データは、Ｐ４９表Ⅲ―９に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）各年度３月３１日現在の件数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「聴覚障害」は、「聴覚障害」及び「平衡機能障害」を含む。 

（注５）「言語障害」は、「音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害」である。 

（注６）「内部障害」は、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫     

不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害」である。 

（注７）令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 

 

 

 

 

 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

合計 488,492 487,827 486,142 486,907 438,957

言語障害 7,719 7,780 7,769 7,801 6,897

視覚障害 40,098 40,436 40,825 41,134 35,366

聴覚障害 49,664 50,143 50,659 51,513 47,797

内部障害 149,053 150,511 151,320 153,098 145,035

肢体不自由 241,958 238,957 235,569 233,361 203,862

49.5% 49.0% 48.5％ 47.9％
46.4％

30.5％ 30.8% 31.1% 31.4%

33.0%
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1.6%
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内部障害

肢体不自由
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（２）身体障害者手帳交付状況（総数）＜等級別の障害内訳＞ 令和７年３月３１日現在 

※本グラフの元データは、Ｐ２１表Ⅱ―１２に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）令和７年３月３１日現在の身体障害者手帳交付件数である。 

    令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「聴覚障害」は、「聴覚障害」及び「平衡機能障害」を含む。 

（注５）「言語障害」は、「音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害」である。 

（注６）「内部障害」は、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫     

不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害」である。 

  

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 合計

内部障害 84,823 5,717 20,517 33,978 - - 145,035

肢体不自由 52,581 42,326 30,982 57,368 12,941 7,664 203,862

言語障害 97 156 4,549 2,095 - - 6,897

聴覚障害 210 2,961 5,049 17,274 250 22,053 47,797

視覚障害 6,040 10,452 3,348 5,061 7,356 3,109 35,366

合計 143,751 61,612 64,445 115,776 20,547 32,826 438,957

4.2%
16.9%

視覚

5.2%

4.4% 35.8%

視覚
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聴覚・
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59.0%
29.3%

9.3%

31.8%
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（３）身体障害者手帳交付状況（総数）＜障害別の等級内訳＞ 令和７年３月３１日現在 

 

 

※本グラフの元データは、Ｐ２１表Ⅱ―１２に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）令和７年３月３１日現在の身体障害者手帳交付件数である。 

    令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「聴覚障害」は、「聴覚障害」及び「平衡機能障害」を含む。 

（注５）「言語障害」は、「音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害」である。 

（注６）「内部障害」は、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫     

不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害」である。 

 

  

視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自由 内部障害 合計

１ 級 6,040 210 97 52,581 84,823 143,751

２ 級 10,452 2,961 156 42,326 5,717 61,612

３ 級 3,348 5,049 4,549 30,982 20,517 64,445

４ 級 5,061 17,274 2,095 57,368 33,978 115,776

５ 級 7,356 250 - 12,941 - 20,547

６ 級 3,109 22,053 - 7,664 - 32,826

合計 35,366 47,797 6,897 203,862 145,035 438,957

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

身体障害者手帳交付状況（総数）障害別の等級内訳

１ 級 ２ 級 ３ 級

４ 級 ５ 級 ６ 級

－ 58 －



- 59 - 
 

（４）身体障害者手帳交付状況（総数）＜内部障害内訳＞ 令和７年３月３１日現在 

※本グラフの元データは、Ｐ２１表Ⅱ―１２に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）令和７年３月３１日現在の身体障害者手帳交付件数である。 

    令和６年度は、都が独自に死亡の事実を把握し消除した件数を反映した数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「心臓」は、「心臓機能障害」である。 

（注５）「じん臓」は、「じん臓機能障害」である。 

（注６）「ぼうこう・直腸」は、「ぼうこう又は直腸機能障害」である。     

（注７）「免疫」は、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」である。 

（注８）「呼吸器」は、「呼吸器機能障害」である。 

（注９）「肝臓」は、「肝臓機能障害」である。 

（注１０）「小腸」は、「小腸機能障害」である。 

 

  

心臓

68,307件

47.1%

じん臓

36,246件

25.0%

ぼうこう・直腸

22,479件

15.5%

免疫

11,012件

7.6%

呼吸器

5,005件

3.5%

肝臓

1,179件

0.8%
小腸

807件

0.5%

障害者手帳交付状況（総数） 内部障害内訳

145,035件
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（５）身体障害者手帳交付状況（新規）推移＜障害別＞ 令和２年度～令和６年度 

 

※本グラフの元データは、Ｐ４８表Ⅲ－８に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）各年度３月３１日現在の身体障害者手帳新規交付件数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「聴覚障害」は、「聴覚障害」及び「平衡機能障害」を含む。 

（注５）「言語障害」は、「音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害」である。 

（注６）「内部障害」は、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫     

不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害」である。 

 

  

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

言語障害 450 431 391 402 390

視覚障害 1,370 1,490 1,619 1,441 1,584

聴覚障害 1,787 2,037 2,220 2,437 2,619

肢体不自由 5,455 5,460 5,542 5,827 5,949

内部障害 11,730 11,830 11,574 11,817 11,867

合計 20,792 21,248 21,346 21,924 22,409

56.4% 55.7% 54.2% 53.9% 53.0%

26.2% 25.7% 26.0% 26.6% 26.5%

8.6% 9.6% 10.4%
11.1% 11.7%

6.6%
7.0% 7.6%

6.6%
7.1%2.2%

2.0% 1.8%
1.8% 1.7%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

件

身体障害者手帳交付状況（新規）推移＜障害別＞

言語障害

視覚障害

聴覚障害

肢体不自由

内部障害
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（６）身体障害者手帳交付状況（新規）＜等級別の障害内訳＞ 令和７年３月３１日現在 

 

 

※本グラフの元データは、Ｐ２０表Ⅱ―１０に掲載している。 

 

（注１）平成２７年度に中核市に移行となった八王子市分を含む。 

（注２）令和７年３月３１日現在の身体障害者手帳新規申請件数である。 

（注３）重複障害については、主な障害により総合等級として計上している。 

（注４）「聴覚障害」は、「聴覚障害」及び「平衡機能障害」を含む。 

（注５）「言語障害」は、「音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害」である。 

（注６）「内部障害」は、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫     

不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害」である。 

 

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 合計

合計 9,577 2,309 2,179 5,702 1,005 1,637 22,409

内部障害 7,699 140 737 3,291 0 0 11,867

肢体不自由 1,637 1,440 907 943 614 408 5,949

言語障害 6 13 286 85 0 0 390

聴覚障害 1 50 148 1,202 9 1,209 2,619

視覚障害 234 666 101 181 382 20 1,584

視覚

2.4% 28.8%

視覚

4.6%
視覚

3.2%
視覚

38.0%

視覚

1.2%

聴覚
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0.9%
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0.1%

言語

0.5%

13.2%
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1.5%

17.1%

62.4%
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肢体

24.9%
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（７）愛の手帳交付状況（総数）推移＜程度別＞ 令和２年度～令和６年度 

 

 

※本グラフの元データは、Ｐ５０表Ⅲ－１２に掲載している。 

 

（注１）各年度３月３１日現在の愛の手帳交付件数である。 

 

  

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

1度(最重度) 3,203 3,228 3,268 3,305 3,302

2度(重度) 22,543 23,057 23,533 24,127 24,709

3度(中度) 22,357 22,691 23,163 23,546 23,935

4度(軽度) 47,387 49,059 50,943 52,876 54,737

合計 95,490 98,035 100,907 103,854 106,683

4度(軽度)

49.6%

4度(軽度)

50.0%

4度(軽度)

50.5%

4度(軽度)

50.9%

4度(軽度)
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23.2%
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2度(重度)

23.3%

2度(重度)

23.2%

2度(重度)

23.2%

1度(最重度)

3.4%

1度(最重度)

3.3%

1度(最重度)

3.2%

1度(最重度)

3.2%

1度(最重度)

3.1%
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（８）愛の手帳交付状況（総数）年齢別 令和７年３月３１日現在 

 

※本グラフの元データは、Ｐ２３表Ⅱ―１４に掲載している。 

（注１）令和７年３月３１日現在の愛の手帳交付件数。 

 

※本グラフの元データは、Ｐ２３表Ⅱ―１４に掲載している。 

（注１）令和７年３月３１日現在の愛の手帳交付件数。 

  

0～6歳(就学前), 

904件, 0.8%

6～17歳,

14,286件, 13.4%

18歳以上, 

91,493件, 85.8%

愛の手帳交付状況（総数）年齢別

106,683件

2.5% 0.1% 3.6%
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29.2%

21.3% 22.4％

69.4%
58.8%

50.0% 51.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0～6歳(就学前) 6～17歳 18歳以上 全年齢

愛の手帳交付状況（総数）年齢別の程度別割合

１度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度）

－ 63 －



- 64 - 
 

（９）愛の手帳交付状況（新規）推移＜程度別＞ 令和２年度～令和６年度 

 

 

※本グラフの元データは、Ｐ５０表Ⅲ－１１に掲載している。 

（注１）各年度３月３１日現在の愛の手帳新規交付件数。 

 

  

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

４度（軽度） 2,115 2,267 2,661 2,678 2,737

３度（中度） 523 587 772 725 746

２度（重度） 253 303 315 335 313

１度（最重度） 40 33 32 47 34

合計 2,931 3,190 3,780 3,785 3,830
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（１０）愛の手帳交付状況（新規）推移＜年齢別＞ 令和２年度～令和６年度 

 

 

※本グラフのデータは、Ｐ５０表Ⅲ―１１に掲載している。 

 

（注１）各年度３月３１日現在の愛の手帳新規交付件数である。 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

18歳以上 559 632 738 706 631

6～17歳 1,475 1,573 1,932 1,982 2,141

0～6歳（就学前） 897 985 1,110 1,097 1,058

合計 2,931 3,190 3,780 3,785 3,830
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３ センター発行刊行物 
 

名    称 発行年月日 

令和６年度版東京都内の自立支援協議会の動向 令和７年６月 

高次脳機能障害の理解と支援の充実をめざして2025年版 令和７年３月 

高次脳機能障害者地域支援ハンドブック（改訂第六版） 令和５年３月 

リーフレット「もしかしたらお子さんは高次脳機能障害かもしれません」 令和６年３月改訂 

ポスター「高次脳機能障害普及啓発」 令和６年３月改訂 

リーフレット「障害の理解のために」（高次脳機能障害） 令和７年７月改訂 

リーフレット「障害の理解のために」（聴覚障害） 令和７年７月改訂 
リーフレット「障害の理解のために」（肢体不自由） 令和７年７月改訂 
リーフレット「障害の理解のために」（精神障害） 令和６年６月改訂 

リーフレット「障害の理解のために」（視覚障害） 令和６年６月改訂 

リーフレット「障害の理解のために」（内部障害） 令和６年６月改訂 

リーフレット「障害の理解のために」（知的障害） 平成30年３月改訂 

東京都重度心身障害者手当申請案内（令和６年度版） 令和６年10月 

特別児童扶養手当受給者のしおり（令和７年度版） 令和７年６月 
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４ 関係法令（抜粋） 

 

○ 障害者基本法 
  
（（目目的的））  

第第１１条条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか

けがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のた

めの施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のため

の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（（定定義義））  

第第２２条条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一一   障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害

（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二二  社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
  
（（目目的的））  

第第１１条条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者

福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福

祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ

さわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、

地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図る

とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことので

きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （（基基本本理理念念））  

第第１１条条のの２２ 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障

害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児

が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受け

られることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選

択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障

害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事

物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に

行わなければならない。 

((市市町町村村等等のの責責務務))  

第第２２条条  

２ 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に

対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行

うこと。 

三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 
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四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う

障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必

要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 

（（定定義義））  

第第４４条条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、知

的障害者福祉法にいう知的障害者のうち１８歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達

障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のう

ち１８歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政

令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上

であるものをいう。 

２２ この法律において「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

第第５５条条  

２２４４ この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減

を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものを

いう。 

２２５５ この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長

期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものと

して、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。 

((介介護護給給付付費費等等のの支支給給決決定定))  

第第１１９９条条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費

等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を

支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。 

((申申請請))  

第第２２００条条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、市町村に申請をしなければならない。 

((障障害害支支援援区区分分のの認認定定))  

第第２２１１条条 市町村は、前条第１項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審

査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障

害支援区分の認定を行うものとする。 

（（支支給給要要否否決決定定等等））  

第第２２２２条条 市町村は、第２０条第１項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介

護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の

保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し

て介護給付費等の支給の要否の決定（以下この条及び第２７条において「支給要否決定」とい

う。）を行うものとする。 

２２ 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第９条第７項に規定する身体障害者更生

相談所（第７４条及び第７６条第３項において「身体障害者更生相談所」という。）、知的障害

者福祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所（以下「身体障害者

更生相談所等」と総称する。）その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。 

３３ 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意

見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家

族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 

((支支給給決決定定のの変変更更))  

第第２２４４条条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給

量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 
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((支支給給決決定定のの取取消消しし))  

第第２２５５条条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことがで

きる。 

（（都都道道府府県県にによよるる援援助助等等））  

第第２２６６条条 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第１９条から第２２条まで、第２４

条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項

についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

((地地域域相相談談支支援援給給付付費費等等のの相相談談支支援援給給付付決決定定))  

第第５５１１条条のの５５ 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」

という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決

定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。 

((申申請請))  

第第５５１１条条のの６６ 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、厚生労働省令で定めるところ

により、市町村に申請しなければならない。 

((給給付付要要否否決決定定等等))  

第第５５１１条条のの７７ 市町村は、前条第１項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状

態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案

して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第５１条の１２において「給

付要否決定」という。)を行うものとする。 

２ 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他厚生労働省令で定める機関の

意見を聴くことができる。 

３ 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意

見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、

医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 

((地地域域相相談談支支援援給給付付決決定定のの変変更更))  

第第５５１１条条のの９９ 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地

域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要が

あるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定

の変更の申請をすることができる。 

２ 市町村は、前項の申請又は職権により、第５１条の７第１項の厚生労働省令で定める事項を

勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付

決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相

談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。 

３ 第１９条(第１項を除く。)、第２０条(第１項を除く。)及び第５１条の７(第１項を除く。)

の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、政令で定める。 

((地地域域相相談談支支援援給給付付決決定定のの取取消消しし))  

第第５５１１条条のの１１００ 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談

支援給付決定を取り消すことができる。 

((都都道道府府県県にによよるる援援助助等等))  

第第５５１１条条のの１１１１ 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第５１条の５から第５１条の

７まで、第５１条の９及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所

等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

((都都道道府府県県にによよるる援援助助等等))  

第第７７４４条条 市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要

があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚

生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。 

２ 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置

する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関による技術的事項についての協力
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その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

第第７７６６条条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係

る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理（以下この

条及び次条において「購入等」という。）を必要とする者であると認めるとき（補装具の借受け

にあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に

限る。）は、当該障害者又は障害児の保護者（以下この条において「補装具費支給対象障害者等」

という。）に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、

当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政

令で定める基準以上であるときは、この限りでない。 

３３ 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができ

る。 

((市市町町村村のの地地域域生生活活支支援援事事業業))  

第第７７７７条条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げ

る事業を行うものとする。 

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障

害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早

期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行

う事業(次号に掲げるものを除く。) 

六 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等そ

の他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他厚生労働省

令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同

じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるもの

の給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 

七 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

（（都都道道府府県県のの地地域域生生活活支支援援事事業業））  

第第７７８８条条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第７７

条第１項第３号、第６号及び第７号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事

業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を

行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として厚生

労働省令で定める事業を行うものとする。 

３３ 都道府県は、前二項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のため

に障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う

者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

を行うことができる。 

（（協協議議会会のの設設置置））  

第第８８９９条条のの３３ 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るた

め、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は

雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下この条において「関係機関等」という。）

により構成される協議会（以下この条において単に「協議会」という。）を置くように努めなけ

ればならない。 

２２ 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支

援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密

化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 
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○ 身体障害者福祉法 
  
（（法法のの目目的的））  

第第１１条条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって、

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に

応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（（身身体体障障害害者者））  

第第４４条条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある１８歳以上の

者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 

((援援護護のの実実施施者者))  

第第九九条条  

５ 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要

な指導を行うこと。 

二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びそ

の種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並び

にこれに付随する業務を行うこと。 

７ その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する

事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障

害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、

第五項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第

三項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所

(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

  ((市市町町村村のの福福祉祉事事務務所所))  

第第９９条条のの２２  

２ 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市

の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の

身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

３ 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門

的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者

更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

（（連連絡絡調調整整等等のの実実施施者者））  

第第１１００条条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他

必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

二二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行

うこと。 

ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。 

ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第２

５項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。 

２２ 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市

町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

３３ 都道府県知事は、第１項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理

に属する行政庁に限り、委任することができる。 

（（更更生生相相談談所所））  

第第１１１１条条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の
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支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。 

２２ 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第１項第１号に掲げる業

務（第１８条第２項の措置に係るものに限る。）及び前条第１項第２号ロからニまでに掲げる業

務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２２条第２項及び

第３項、第２６条第１項、第５１条の７第２項及び第３項、第５１条の１１、第７４条並びに

第７６条第３項に規定する業務を行うものとする。 

３３ 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。 

４４ 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

（（身身体体障障害害者者福福祉祉司司））  
第第１１１１条条のの２２ 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かな 

ければならない。 
２２ 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。 
３３ 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務

を行うものとする。 
一一 第１０条第１項第１号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行

うこと。 
二二 身体障害者の福祉に関し、第１０条第１項第２号ロに掲げる業務を行うこと。 

５５ 市の身体障害者福祉司は、第９条の２第２項の規定により技術的援助及び助言を求められた

ときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必

要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言

しなければならない。 
（（身身体体障障害害者者手手帳帳））  

第第１１５５条条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地（居

住地を有しないときは、その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請すること

ができる。ただし、本人が１５歳に満たないときは、その保護者（親権を行う者及び後見人を

いう。ただし、児童福祉法第２７条第１項第３号又は第２７条の２の規定により里親に委託さ

れ、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以

下同じ。）が代わって申請するものとする。 

２２ 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、

かつ、その指定に当たっては、社会福祉法第７条第１項に規定する社会福祉に関する審議会そ

の他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

３３ 第１項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障

害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。 

４４ 都道府県知事は、第１項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると

認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 

５５ 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都

道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。 

６６ 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。 

７７ 身体に障害のある１５歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合

において、本人が満１５歳に達したとき、又は本人が満１５歳に達する以前にその保護者が保

護者でなくなったときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又

は新たな保護者に引き渡さなければならない。 

８８ 前項の場合において、本人が満１５歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその

保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するも

のは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。 

９９ 前２項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身

体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。 

1100 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 

（（身身体体障障害害者者手手帳帳のの返返還還））  
第第１１６６条条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身
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体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡し

たときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 
２２ 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者

手帳の返還を命ずることができる。 
一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。 
二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第１７条の２第１項の規定による

診査又は児童福祉法第１９条第１項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。 
三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。 

３３ 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなけれ

ばならない。 
４４ 市町村長は、身体障害者につき、第２項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を

都道府県知事に通知しなければならない。 
第第１１７７条条 前条第２項の規定による処分に係る行政手続法第１５条第１項の通知は、聴聞の期日

の１０日前までにしなければならない。 
  ((診診査査及及びび更更生生相相談談))  
第第１１７７条条のの２２ 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置

を採らなければならない。 
一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 
二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就

職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。 
三 前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。 
  ((罰罰則則))  
第第４４６６条条 次の各号の一に該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 
一一 第１５条第６項の規定に違反した者 
二二 第１６条第１項の規定に違反した者 

第第４４７７条条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、

６月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。 
第第４４８８条条 第１６条第２項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、３月以下の懲役

又は１０万円以下の罰金に処する。 
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○ 知的障害者福祉法 
 
（（ここのの法法律律のの目目的的））  

第第１１条条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって、

知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必

要な保護を行い、もって知的障害者の福祉を図ることを目的とする。 

((更更生生援援護護のの実実施施者者))  

第第９９条条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以

下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知

的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地

の市町村が行うものとする。 

５ 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

二 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随

する業務を行うこと。 

６ その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)に定める福祉に関する事務

所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者

福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前

項第３号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第２項及び第３項

において「専門的相談指導」という。)であつて１８歳以上の知的障害者に係るものについては、

知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助

及び助言を求めなければならない。 

７ 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、１８歳以上の知的障害者につき第５項第３

号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知

的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 

((市市町町村村のの福福祉祉事事務務所所))  

第第１１００条条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第

５項各号に掲げる業務又は同条第６項及び第７項の規定による市町村長の業務を行うものと

する。 

２ 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市

の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、１８歳以上の知的障害者に係る専門的

相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならな

い。 

３ 市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、１８

歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必

要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

（（連連絡絡調調整整等等のの実実施施者者））  

第第１１１１条条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一一 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提

供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

二二 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行

うこと。 

ハ １８歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。 

２２ 都道府県は、前項第２号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を

営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５条第１８項に規定する一般相談支援事業又は特定
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相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。 

（（知知的的障障害害者者更更生生相相談談所所））  

第第１１２２条条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。 

２２ 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第１項第１号に掲げる業

務（第１６条第１項第２号の措置に係るものに限る。）並びに前条第１項第２号ロ及びハに掲げ

る業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２２条第２項

及び第３項、第２６条第１項、第５１条の７第２項及び第３項並びに第５１条の１１に規定す

る業務を行うものとする。 

３３ 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。 

４４ 前３項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

（（知知的的障障害害者者福福祉祉司司））  
第第１１３３条条 都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなけれ

ばならない。 
２２ 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。 
３３ 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務

を行うものとする。 
一一 第１１条第１項第１号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行

うこと。 
二二 知的障害者の福祉に関し、第１１条第１項第２号ロに掲げる業務を行うこと。 

５５ 市の知的障害者福祉司は、第１０条第２項の規定により技術的援助及び助言を求められたと

きは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要

であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言し

なければならない。 
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５ 東京都心身障害者福祉センター条例（昭和43年３月30日条例第17号） 

 

（（設設置置））  
第第１１条条 東京都内の知的障害者、知的障害児、身体障害者、身体障害児及びこれらに準ずる者（以

下「心身障害者」という。）に対し、医療、教育、職業等の総合的な相談に応ずるほか、社会適応

のための処遇指針等を総合的に判定し、これに基づいて適切な指導及び援護を行うことにより、

心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、東京都心身障害者福祉センター（以下「セン

ター」という。）を、東京都新宿区神楽河岸１番１号に設置する。 
２２ センターは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１１条第１項の規定に基づく

身体障害者更生相談所とし、及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項

の規定に基づく知的障害者更生相談所とする。 
３３ センターに第３条第２号に規定する施設の一部として東京都千代田区麹町三丁目７番地４に別

館を置く。 
４４ センターに支所として東京都国立市富士見台二丁目１番地の１に東京都心身障害者福祉セン

ター多摩支所を置く。 
（（事事業業））  
第第２２条条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
一 医療、教育、職業等の総合相談及び指導に関すること。 
二 医学的、心理学的、社会的、職能的等各分野からの総合判定に関すること。 
三 前号の判定のために必要な治療及び訓練に関すること。 
四 福祉事務所等関係機関及び社会福祉協議会等公共的団体との連絡に関すること。 
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業 

（（施施設設））  
第第３３条条 センターには、次に掲げる施設を設ける。 
一 相談室等総合相談及び指導に必要な施設 
二 判定室等総合判定に必要な施設 
三 訓練室等治療及び訓練に必要な施設 
四 その他知事が必要と認める施設 

（（休休業業日日等等））  
第第４４条条 センターの休業日は、次のとおりとする。 
一 日曜日及び土曜日 
二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 
三 １月２日及び同月３日 
四 １２月２９日から同月３１日まで 

（（利利用用時時間間））  
第第５５条条 センターの利用時間は、午前９時から午後５時までとする。 
２２ 前項の利用時間については、知事が必要と認めるときは、これを変更することができる。 
（（使使用用料料））  
第第６６条条 センターの使用料は、無料とする。 
（（委委任任））  
第第７７条条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。 
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創
設

昭
和

3
5

1
9
6
0

知
的

昭
和

3
9

1
9
6
4

昭
和

4
0

1
9
6
5

昭
和

4
1

1
9
6
6

昭
和

4
2

1
9
6
7

11
99
66
88

＜
組

織
＞

3
課

9
科

（
定

数
1
4
6
人

）
管

理
課

・
開

発
課

・
調

整
課

・
相

談
指

導
科

・
心

理
科

・
職

能
科

・
医

学
判

定
科

・
聴

覚
言

語
障

害
科

・
視

覚
障

害
科

・
肢

体
不

自
由

科
・

精
神

薄
弱

科
・

検
査

科

昭
和

4
5

1
9
7
0

身
体

・
地

域
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推
進

の
中

核
と

し
て

、
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
の

機
能

を
拡

充
す

べ
き

昭
和

4
6

1
9
7
1

＜
組

織
改

正
＞

3
課

8
科

（
定

数
1
8
7
人

）
管

理
課

・
相

談
課

・
援

護
課

・
職

能
科

・
視

覚
障

害
科

・
聴

覚
言

語
障

害
科

・
肢

体
不

自
由

科
・

精
神

薄
弱

科
・

幼
児

科
・

医
学

判
定

科
・

検
査

科

－77－

東東
京京

都都
心心

身身
障障

害害
者者

福福
祉祉

セセ
ンン

タタ
ーー

開開
設設

〔
4
月

〕
 
（

身
体

・
知

的
障

害
者

更
生

相
談

所
を

統
合

）

東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

都
の

動
向

区
部

・
町

村
部

は
都

が
設

置
（

市
制

は
八

王
子

・
立

川
・

武
蔵

野
・

三
鷹

・
青

梅
の

み
）

福
祉

事
務

所
を

設
置

身
体

障
害

者
更

生
相

談
所

を
設

置

身
体

障
害

者
更

生
相

談
所

に
精

神
薄

弱
者

更
生

相
談

所
（

現
：

知
的

障
害

者
更

生
相

談
所

）
を

併
設

区
部

の
福

祉
事

務
所

を
都

か
ら

各
区

へ
移

管
セ

ン
タ

ー
建

設
事

業
計

画
立

案

セ
ン

タ
ー

に
肢

体
不

自
由

者
更

生
施

設
を

設
置

年

パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
東

京
大

会
開

催

東
京

都
社

会
福

祉
審

議
会

「
東

京
都

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

建
設

及
び

運
営

の
あ

り
方

に
つ

い
て

」
答

申

愛
の

手
帳

制
度

を
創

設

心
身

障
害

者
対

策
基

本
法

（
現

:
障

害
者

基
本

法
）

の
公

布

更
生

相
談

所
の

役
割

等

知
的

障
害

者
の

更
生

に
関

す
る

中
核

的
機

関
、

専
門

的
技

術
的

機
関

（
知

的
障

害
者

に
対

す
る

更
生

相
談

は
福

祉
事

務
所

の
業

務
）

国
の

動
向

身
体

障
害

者
福

祉
法

の
公

布

身
体

障
害

者
福

祉
法

の
改

正

精
神

薄
弱

者
福

祉
法

（
現

：
知

的
障

害
者

福
祉

法
）

の
公

布
身

体
障

害
者

雇
用

促
進

法
（

現
；

障
害

者
雇

用
促

進
法

）
の

公
布

医
学

的
・

心
理

学
的

・
職

能
的

判
定

等
の

判
定

機
関

と
し

て
の

役
割

に
重

点
化

（
身

体
障

害
者

に
対

す
る

更
生

相
談

は
、

福
祉

事
務

所
の

業
務

へ
と

移
行

）

身
体

障
害

者
の

更
生

援
護

に
お

け
る

専
門

技
術

面
の

中
核

機
関

・ ・

身
体

障
害

者
手

帳
・

補
装

具
の

交
付

（
1
8
歳

以
上

）
更

生
援

護
に

係
る

規
定

重
度

精
神

薄
弱

児
扶

養
手

当
法

（
現

:
特

別
児

童
扶

養
手

当
法

）
の

公
布

社
会

福
祉

事
業

法
（

現
:
社

会
福

祉
法

）
の

公
布

昭
和

2
4

1
9
4
9

身
体

身
体

障
害

者
福

祉
審

議
会

答
申

昭昭
和和

44
33

東
京

都
補

装
具

研
究

所
が

併
設

－ 77 －



東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

都
の

動
向

年
更

生
相

談
所

の
役

割
等

国
の

動
向

1
9
7
2

＜
組

織
改

正
＞

4
課

7
科

（
定

数
1
9
1
人

）
管

理
課

・
相

談
課

・
判

定
課

・
援

護
課

・
職

能
科

・
視

覚
障

害
科

・
聴

覚
言

語
障

害
科

・
肢

体
不

自
由

科
・

精
神

薄
弱

科
・

幼
児

科
・

検
査

科

昭
和

4
8

1
9
7
3

昭
和

5
6

1
9
8
1

昭
和

5
7

1
9
8
2

身
体

・
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
機

能
の

再
編

強
化

の
方

策
と

し
て

「
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

構
想

」
を

提
言

1
9
8
4

身
体

平
成

2
1
9
9
0

身
体

・ ・

身
体

障
害

者
福

祉
関

係
事

務
の

区
市

町
村

へ
の

一
元

化
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

法
定

化

平
成

4
1
9
9
2

平
成

5
1
9
9
3

身
体

平
成

6
1
9
9
4

平
成

7
1
9
9
5

＜
組

織
改

正
＞

3
課

4
科

・
1
支

所
（

定
数

1
8
0
人

）
調

整
課

・
身

体
障

害
相

談
課

・
知

的
障

害
相

談
課

・
技

術
援

助
科

・
在

宅
援

助
科

・
就

労
援

助
科

・
生

活
援

助
科

、
多

摩
支

所

指
定

都
市

に
も

設
置

可
能

（
任

意
）

と
な

る

障
害

範
囲

の
明

確
化

障
害

者
計

画
の

策
定

－78－

＜
組

織
改

正
＞

4
課

7
科

・
1
支

所
（

定
数

1
9
0
人

）
管

理
課

・
相

談
課

・
判

定
課

・
援

護
課

・
精

神
薄

弱
科

・
視

覚
障

害
科

・
聴

覚
言

語
障

害
科

・
肢

体
不

自
由

科
・

職
能

科
・

幼
児

科
・

検
査

科
、

多
摩

支
所

・ ・

㈶
東

京
都

心
身

障
害

者
職

能
開

発
セ

ン
タ

ー
が

セ
ン

タ
ー

庁
舎

内
に

併
設

地
域

に
お

い
て

身
体

障
害

者
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

総
合

的
に

推
進

し
て

い
く

上
で

の
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
の

役
割

を
示

す
従

来
の

判
定

業
務

に
併

せ
て

、
よ

り
専

門
的

技
術

的
判

断
が

必
要

な
た

め
福

祉
事

務
所

で
は

対
応

困
難

な
相

談
・

指
導

も
実

施

国
際

障
害

者
年

「
障

害
者

対
策

に
関

す
る

長
期

計
画

」
決

定

昭
和

4
7

「
国

際
障

害
者

年
東

京
都

行
動

計
画

－
『

完
全

参
加

と
平

等
』

の
実

施
に

向
け

て
」

（
昭

和
5
6
～

平
成

2
年

度
）

策
定

東
京

都
心

身
障

害
者

対
策

協
議

会
（

心
対

協
）

設
置

重
度

心
身

障
害

者
手

当
制

度
を

創
設

身
体

障
害

者
福

祉
司

を
セ

ン
タ

ー
に

配
置

（
西

多
摩

福
祉

事
務

所
の

身
体

障
害

者
福

祉
司

を
廃

止
）

重
度

心
身

障
害

者
手

当
の

判
定

開
始

多
摩

支
所

を
東

京
都

多
摩

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
内

に
開

設
〔

4
月

〕
昭

和
5
9

身
体

障
害

者
の

施
設

入
所

等
の

更
生

援
護

事
務

が
都

道
府

県
か

ら
町

村
へ

移
譲

障
害

者
基

本
法

の
公

布
（

心
身

障
害

者
対

策
基

本
法

を
改

称
）

・ ・

更
生

相
談

所
に

身
体

障
害

者
福

祉
司

を
配

置
（

都
道

府
県

福
祉

事
務

所
へ

の
配

置
は

廃
止

）
更

生
援

護
施

設
入

所
に

関
す

る
市

町
村

間
の

連
絡

調
整

、
市

町
村

・
更

生
援

護
施

設
等

に
対

す
る

情
報

提
供

・
技

術
的

援
助

・
指

導
等

が
新

た
な

機
能

と
し

て
追

加

・ ・

東
京

都
障

害
者

施
策

推
進

協
議

会
（

推
進

協
）

設
置

（
障

害
者

基
本

法
施

行
に

よ
り

東
京

都
心

身
障

害
者

対
策

協
議

会
の

名
称

変
更

）

第
一

期
推

進
協

提
言

「
新

た
な

時
代

に
向

け
た

東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

東
京

都
福

祉
機

器
総

合
セ

ン
タ

ー
（

仮
称

）
の

機
能

と
あ

り
方

に
つ

い
て

－
早

期
整

備
に

向
け

て
－

」

療
育

手
帳

制
度

の
創

設

社
会

福
祉

関
係

八
法

の
改

正

身
体

障
害

者
福

祉
審

議
会

答
申

「
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推
進

事
業

実
施

要
綱

」
制

定

「
ノ

ー
マ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
推

進
東

京
プ

ラ
ン

－
東

京
都

障
害

者
福

祉
行

動
計

画
」

（
平

成
3
～

1
2
年

度
）

策
定
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東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

都
の

動
向

年
更

生
相

談
所

の
役

割
等

国
の

動
向

平
成

8
1
9
9
6

平
成

9
1
9
9
7

平
成

1
0

1
9
9
8

平
成

1
1

1
9
9
9

平
成

1
2

2
0
0
0

・ ・
社

会
福

祉
基

礎
構

造
改

革
支

援
費

制
度

の
導

入

平
成

1
3

2
0
0
1

＜
組

織
改

正
＞

5
課

・
1
支

所
（

定
数

1
6
8
人

）
調

整
課

・
身

体
障

害
相

談
課

・
知

的
障

害
相

談
課

・
地

域
支

援
課

・
自

立
支

援
課

、
多

摩
支

所

平
成

1
4

2
0
0
2

身
体

知
的

平
成

1
5

2
0
0
3

身
体

知
的

知
的

・ ・

更
生

相
談

所
に

知
的

障
害

者
福

祉
司

を
配

置
（

都
道

府
県

福
祉

事
務

所
へ

の
配

置
は

廃
止

）
市

町
村

に
よ

る
更

生
援

護
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

、
専

門
的

支
援

等
の

充
実

と
積

極
的

活
動

平
成

1
6

2
0
0
4

＜
組

織
改

正
＞

4
課

・
1
支

所
（

定
数

1
3
2
人

）
調

整
課

・
障

害
認

定
課

・
地

域
支

援
課

・
自

立
支

援
課

、
多

摩
支

所

平
成

1
8

2
0
0
6

身
体

知
的

－79－

セ
ン

タ
ー

が
高

次
脳

機
能

障
害

者
の

支
援

拠
点

機
関

と
な

る

㈶
東

京
都

心
身

障
害

者
職

能
開

発
セ

ン
タ

ー
（

併
設

）
が

改
組

さ
れ

、
㈶

東
京

し
ご

と
財

団
の

一
部

と
な

る

「
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
設

置
運

営
基

準
」

「
知

的
障

害
者

更
生

相
談

所
設

置
運

営
基

準
」

制
定

知
的

障
害

者
の

施
設

入
所

等
の

更
生

援
護

事
務

が
都

道
府

県
か

ら
町

村
へ

移
譲

都
道

府
県

は
、

市
町

村
の

求
め

に
応

じ
、

身
体

障
害

者
更

生
相

談
所

等
に

よ
る

技
術

的
事

項
に

つ
い

て
の

協
力

そ
の

他
必

要
な

援
助

を
行

う
も

の
と

さ
れ

る

第
四

期
推

進
協

提
言

「
地

域
に

お
け

る
障

害
者

の
自

立
を

支
援

す
る

総
合

的
施

策
の

展
開

に
つ

い
て

」

重
度

心
身

障
害

者
手

当
等

の
各

種
手

当
に

係
る

事
務

が
セ

ン
タ

ー
に

移
管

第
二

期
推

進
協

提
言

「
2
1
世

紀
初

頭
の

東
京

都
に

お
け

る
地

域
福

祉
を

基
調

と
す

る
障

害
者

施
策

の
基

本
的

な
あ

り
方

に
つ

い
て

」

「
ノ

ー
マ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
推

進
東

京
プ

ラ
ン

－
東

京
都

障
害

者
福

祉
計

画
（

平
成

9
年

度
改

定
）

」
（

平
成

9
～

1
7

年
度

）
策

定

措
置

制
度

か
ら

支
援

費
（

利
用

契
約

）
制

度
へ

移
行

法
律

上
「

精
神

薄
弱

」
の

用
語

を
「

知
的

障
害

」
に

改
め

る

社
会

福
祉

の
増

進
の

た
め

の
社

会
福

祉
事

業
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律
（

社
会

福
祉

法
外

8
法

）
の

成
立

第
一

期
推

進
協

提
言

「
地

域
に

お
け

る
障

害
者

の
自

立
生

活
支

援
シ

ス
テ

ム
の

構
築

と
そ

の
基

盤
整

備
の

あ
り

方
に

つ
い

て
」

知
的

障
害

者
福

祉
司

を
セ

ン
タ

ー
に

配
置

（
西

多
摩

福
祉

事
務

所
の

知
的

障
害

者
福

祉
司

を
廃

止
）

東
京

都
福

祉
機

器
総

合
セ

ン
タ

ー
が

飯
田

橋
セ

ン
ト

ラ
ル

プ
ラ

ザ
に

開
設

（
補

装
具

研
究

所
（

併
設

）
が

廃
止

）

身
体

障
害

者
手

帳
・

愛
の

手
帳

の
交

付
事

務
が

セ
ン

タ
ー

に
移

管

第
三

期
推

進
協

提
言

「
2
1
世

紀
に

お
け

る
障

害
者

の
自

立
生

活
支

援
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
向

け
て

」

地
方

分
権

一
括

法
の

施
行

障
害

者
自

立
支

援
法

の
施

行

東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

整
備

検
討

委
員

会
最

終
報

告
「

新
た

な
時

代
に

向
け

た
東

京
都

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

あ
り

方
と

事
業

展
開

－
ノ

ー
マ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
を

目
指

し
て

」

「
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
の

あ
り

方
報

告
書

」
「

知
的

障
害

者
更

生
相

談
所

の
あ

り
方

報
告

書
」

と
り

ま
と

め
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東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

都
の

動
向

年
更

生
相

談
所

の
役

割
等

国
の

動
向

平
成

1
9

2
0
0
7

平
成

2
0

2
0
0
8

平
成

2
1

2
0
0
9

平
成

2
2

2
0
1
0

平
成

2
3

2
0
1
1

・ ・ ・

障
害

者
の

定
義

（
社

会
モ

デ
ル

の
概

念
等

）
基

本
理

念
（

地
域

社
会

に
お

け
る

共
生

等
）

差
別

の
禁

止
（

合
理

的
配

慮
等

）
平

成
2
4

2
0
1
2

・ ・

＜
組

織
改

正
＞

3
課

・
1
支

所
（

定
数

1
0
3
人

）
調

整
課

・
障

害
認

定
課

・
地

域
支

援
課

、
多

摩
支

所

平
成

2
5

2
0
1
3

平
成

2
6

2
0
1
4

平
成

2
7

2
0
1
5

平
成

2
8

2
0
1
6

・ ・
障

害
者

に
対

す
る

差
別

の
禁

止
合

理
的

配
慮

の
提

供
義

務

平
成

2
9

2
0
1
7

平
成

3
0

2
0
1
8

令
和

元
2
0
1
9

令
和

2
2
0
2
0

「
東

京
都

障
害

者
・

障
害

児
施

策
推

進
計

画
」

（
平

成
3
0
～

3
2
年

度
）

策
定

東
京

都
障

害
者

差
別

解
消

条
例

の
施

行

職
能

開
発

セ
ン

タ
ー

（
併

設
）

が
飯

田
橋

（
㈶

東
京

し
ご

と
財

団
）

に
移

転

多
摩

支
所

が
立

川
仮

庁
舎

に
移

転
（

多
摩

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
改

修
の

た
め

）
〔

3
月

〕

セ
ン

タ
ー

（
本

所
）

が
東

京
都

飯
田

橋
庁

舎
（

セ
ン

ト
ラ

ル
プ

ラ
ザ

）
及

び
別

館
（

秩
父

屋
ビ

ル
）

に
移

転
〔

3
月

〕

障
害

者
権

利
条

約
の

批
准

障
害

者
差

別
解

消
法

の
施

行
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
の

施
行

障
害

者
文

化
芸

術
活

動
推

進
法

の
施

行

障
害

者
総

合
支

援
法

の
施

行
（

障
害

者
自

立
支

援
法

を
一

部
改

正
）

改
正

障
害

者
自

立
支

援
法

の
施

行

相
談

支
援

体
制

の
強

化
支

給
決

定
プ

ロ
セ

ス
の

見
直

し
、

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
作

成
対

象
者

の
大

幅
拡

大

－80－

電
話

リ
レ

ー
サ

ー
ビ

ス
法

の
施

行

多
摩

支
所

が
元

の
国

立
庁

舎
（

多
摩

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
内

）
に

移
転

〔
7
月

〕
読

書
バ

リ
ア

フ
リ

ー
法

の
施

行

「
東

京
都

障
害

者
計

画
・

第
１

期
東

京
都

障
害

福
祉

計
画

」
（

平
成

1
9
～

2
3
年

度
）

策
定

第
五

期
推

進
協

提
言

「
障

害
者

の
地

域
に

お
け

る
自

立
生

活
の

更
な

る
推

進
に

向
け

て
」

「
東

京
都

障
害

者
計

画
・

第
２

期
東

京
都

障
害

福
祉

計
画

」
（

平
成

2
1
～

2
3
年

度
）

策
定

「
東

京
都

障
害

者
計

画
・

第
３

期
東

京
都

障
害

福
祉

計
画

」
（

平
成

2
4
～

2
6
年

度
）

策
定

「
東

京
都

障
害

者
計

画
・

第
４

期
東

京
都

障
害

福
祉

計
画

」
（

平
成

2
7
～

2
9
年

度
）

策
定

肢
体

不
自

由
者

更
生

施
設

を
東

京
都

練
馬

障
害

者
支

援
ホ

ー
ム

に
機

能
移

転

東
京

都
自

立
支

援
協

議
会

、
法

関
連

研
修

（
相

談
支

援
従

事
者

・
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

等
）

に
係

る
事

務
が

セ
ン

タ
ー

に
移

管

障
害

者
基

本
法

の
改

正

障
害

者
虐

待
防

止
法

の
施

行
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東
京

都
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

都
の

動
向

年
更

生
相

談
所

の
役

割
等

国
の

動
向

令
和

3
2
0
2
1

令
和

4
2
0
2
2

令
和

5
2
0
2
3

令
和

7
2
0
2
5

－81－

東
京

都
手

話
言

語
条

例
の

施
行

「
東

京
都

障
害

者
・

障
害

児
施

策
推

進
計

画
」

（
令

和
3
～

5
年

度
）

策
定

東
京

2
0
2
0
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

競
技

大
会

開
催

医
療

的
ケ

ア
児

支
援

法
の

施
行

東
京

都
障

害
者

情
報

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
条

例
の

施
行

「
東

京
都

障
害

者
・

障
害

児
施

策
推

進
計

画
」

（
令

和
6
～

8
年

度
）

策
定
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